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り
に

　

能
登
半
島
の
先
端
の
町
、
輪
島
市
の
沖
合
に
七
ツ
島
、
舳
倉
島
と
呼
ば
れ
る
島
嶼
が
浮
か
ぶ
。「
海
女
の
島
」
と
し
て
広
く
知
ら

れ
る
舳
倉
島
で
は
、
弥
生
時
代
に
は
す
で
に
人
び
と
が
渡
り
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
舳
倉
島
に
向
か
う
途
中
に
位
置
す
る
七
ツ
島
で

も
、
早
く
か
ら
人
び
と
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
遥
か
弥
生
の
昔
か
ら
人
び
と
が
舳
倉
島
へ
渡
っ
て
い
た
最
大
の

動
機
は
、
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
の
狩
猟
に
あ
っ
た
。
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
は
能
登
で
は
「
胡
獱
（
ト
ド
）」
と
呼
び
慣
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
七

ツ
島
で
は
江
戸
時
代
に
も
胡
獱
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
に
入
り
途
絶
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
の
主
た
る
課
題
は
、
こ
の
胡
獱
猟
を
め
ぐ
る
海
に
生
き
る
人
び
と
の
攻
防
で
あ
る
。
海
の
生
き
物
と
海
に
生
き
る
人
び
と
と

の
攻
防
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

縄
文
時
代
よ
り
、
日
本
列
島
を
と
り
ま
く
海
域
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
生
息
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
は
、

現
在
環
境
省
の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
、
特
に
絶
滅
の
危
機
が
高
い
「
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
事
実
を

念
頭
に
置
き
、
江
戸
時
代
、
能
登
国
鳳
至
郡
名
舟
村
（
現
石
川
県
輪
島
市
名
舟
町
）
に
生
き
た
人
び
と
が
七
ツ
島
で
行
っ
て
い
た
胡

獱
猟
を
め
ぐ
っ
て
闘
わ
れ
た
幾
多
の
攻
防
を
、「
自
然
と
文
明
」
と
い
う
関
心
の
も
と
で
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

の
前
提
と
し
て
名
舟
村
と
能
登
に
定
住
し
た
筑
前
国
鐘
ケ
崎
海
士
と
の
、
舳
倉
島
を
め
ぐ
る
鬩
ぎ
あ
い
に
も
触
れ
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
、
ア
シ
カ
類
は
毛
皮
の
下
に
厚
い
脂
肪
層
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
脂
肪
を
煮
沸
し
て
抽
出
し
た
油
が
主
に
商

品
と
し
て
流
通
し
た
。
毛
皮
も
皮
革
製
品
の
原
材
料
と
な
り
、
油
を
抽
出
し
た
後
の
肉
や
骨
な
ど
は
肥
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
本

稿
は
、
こ
の
よ
う
に
商
品
価
値
を
高
め
た
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
の
狩
猟
、
争
奪
を
め
ぐ
る
漁
師
間
の
み
な
ら
ず
、
商
人
、
加
賀
藩
等
と
の

攻
防
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
文
明
史
的
位
置
を
問
お
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

【要旨】

胡
☆
（
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
）、
名
舟
村
、
海
士
、
七
ツ
島
、
舳
倉
島

キ
ー
ワ
ー
ド
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は
じ
め
に

　

能
登
半
島
の
先
端
の
町
、
輪
島
市
の
沖
合
に
七
ツ
島
、
舳
倉
島
と
呼
ば

れ
る
島
嶼
が
浮
か
ぶ
（
図
1
）。
七
ツ
島
は
陸
地
か
ら
北
方
約
二
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
舳
倉
島
は
同
じ
く
約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
海
上
に
位
置
す

る
。「
海
女
の
島
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
舳
倉
）
1
（

島
は
、
弥
生
時
代
に
は

す
で
に
人
び
と
が
渡
り
活
動
し
て
い
）
2
（
た
。
そ
の
舳
倉
島
に
向
か
う
途
中
に

位
置
す
る
七
ツ
島
で
も
、
早
く
か
ら
人
び
と
が
活
動
し
て
い
た
跡
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。

　

舳
倉
島
最
古
の
遺
跡
、
深
湾
洞
遺
跡
や
シ
ラ
ス
ナ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

品
々
に
よ
っ
て
、
遥
か
弥
生
の
昔
か
ら
人
び
と
が
島
へ
と
渡
っ
て
い
た
最

大
の
動
機
は
海
の
哺
乳
類
の
狩
猟
に
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
）
（
（
る
。
シ

ラ
ス
ナ
遺
跡
の
貝
塚
か
ら
は
、
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
な
ど
に
混
ざ
っ
て
ニ
ホ

ン
ア
シ
カ
の
骨
が
多
く
出
土
し
て
い
る
と
い
う
。
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
（
図

2
）
は
能
登
で
は
「
胡
獱
（
ト
ド
）」
と
呼
び
慣
ら
わ
さ
れ
て
お
）
（
（
り
、
七

ツ
島
で
は
江
戸
時
代
に
も
胡
獱
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
に
入
り
途

絶
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
主
た
る
課
題
は
、
こ
の

胡
獱
猟
を
め
ぐ
る
海
に
生
き
る
人
び
と
の
攻
防
で
あ
る
。
胡
獱
と
海
に
生

き
る
人
び
と
と
の
攻
防
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

か
つ
て
、
鑑
賞
し
た
映
画
で
「
こ
れ
は
網
野
史
学
だ
」
と
、
思
わ
ず
心

の
裡
で
呟
い
た
ア
ニ
メ
映
画
が
あ
る
。
宮
崎
駿
監
督
の
『
も
の
の
け
姫
』

で
あ
）
（
（
る
。
そ
の
予
感
は
当
た
っ
て
お
り
、
鑑
賞
後
に
求
め
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に
、「「
自
然
」
と
「
人
間
」、
二
つ
の
聖
地
が
衝
突
す
る
悲
劇
」
と
題

す
る
談
話
を
寄
せ
て
い
る
網
野
善
彦
を
発
見
し
）
（
（
た
。
網
野
は
、「
こ
の
映

画
の
主
題
は
深
刻
で
、
簡
単
に
解
決
出
来
な
い
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
」
と
冒
頭
で
述
べ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

　

自
然
と
人
間
の
関
係
の
持
つ
深
刻
な
矛
盾
を
、
宮
崎
さ
ん
は
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
が
故
に
可
能
な
手
法
で
、
思
い
切
っ
て
問
題
提
起
さ
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
映
画
の
最
後
で
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て

お
ら
れ
ま
す
が
、「
生
き
る
」
こ
と
は
、
何
か
を
殺
す
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
人
間
が
背
負
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
、

正
面
か
ら
つ
き
つ
け
て
い
る
映
画
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

　

人
間
の
歴
史
は
後
戻
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
前
に
進
む
た
め
に

は
自
然
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
獲
得
し
、
そ
の
た
め
に
何
か
を
殺
し
、

犠
牲
に
し
て
人
間
は
生
き
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
人
間
は
ま
す

ま
す
豊
か
に
な
り
、
す
べ
て
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
に
こ
れ
ま
で
は
ほ

と
ん
ど
疑
い
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
と
し
て
、
自
然
か
ら

の
復
讐
を
う
け
は
じ
め
て
い
る
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
生
き
方
を

根
本
か
ら
反
省
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
生
き
て
前
進

し
て
き
た
過
程
で
、
自
分
た
ち
が
一
体
、
何
を
殺
し
、
何
を
切
り
捨
て
て
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き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

　

本
稿
の
課
題
に
引
き
つ
け
て
み
る
な
ら
ば
、
能
登
の
人
び
と
は
「
生
き

る
」
た
め
に
、
刺
激
的
な
表
現
だ
が
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
を
「
殺
し
」
続
け
て

き
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
網
野
は
こ
の
発
言
の
す
ぐ
後
で
、「
し
か

し
自
然
は
そ
ん
な
に
ヤ
ワ
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
殺
し
て
も
殺

し
て
も
生
き
返
る
強
靱
な
生
命
力
を
持
っ
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
近
代
に
な
り
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
の
狩
猟
は
七
ツ
島
で
絶
え
た
ば

か
り
で
な
く
、
現
在
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
自
体
が
環
境
省
の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
、

特
に
絶
滅
の
危
機
が
高
い
「
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
」
に
分
類
さ
れ
て
い
）
（
（
る
。

　

も
と
よ
り
網
野
は
、
絶
滅
種
に
対
す
る
関
心
を
含
め
地
球
環
境
の
危
機

的
状
況
に
対
す
る
警
鐘
を
、
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
の
時
点
で
鳴
ら
し
て

お
り
、
著
書
『
蒙
古
襲
来
』
の
最
後
の
項
で
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
に
お

け
る
日
本
社
会
の
歩
み
の
な
か
に
、「
未
開
の
最
後
の
組
織
的
反
撃
と
、

文
明
の
最
終
的
勝
利
の
過
程
が
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ

の
こ
と
は
窺
わ
れ
る
だ
ろ
）
（
（

う
。
そ
れ
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、「
も
の
の
け

姫
」
の
舞
台
を
室
町
時
代
に

設
定
し
た
宮
崎
駿
の
眼
力
を

評
価
す
る
な
か
で
、「
自
然

は
怖
い
も
の
で
、
山
や
森
は

神
様
が
住
む
聖
地
な
の
だ
と

い
う
と
ら
え
方
が
崩
れ
は
じ

め
た
の
が
室
町
時
代
か
ら
で
、

こ
れ
は
歴
史
的
な
事
実
と
い

っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
」

と
い
う
発
言
に
連
動
す
る
。　

　

少
し
大
胆
に
い
え
ば
、
本

稿
で
は
「
自
然
と
文
）
9
（

明
」、

こ
の
関
係
性
の
な
か
で
ニ
ホ
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ン
ア
シ
カ
を
め
ぐ
る
海
に
生
き
る
人
び
と
の
攻
防
を
捉
え
て
み
る
こ
と
に

し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
江
戸
時
代
、
能
登
国
鳳
至
郡
名
舟
村
（
現
石
川

県
輪
島
市
名
舟
町
）
に
生
き
た
人
び
と
が
七
ツ
島
で
行
っ
て
い
た
胡
獱
猟

を
め
ぐ
っ
て
闘
わ
れ
た
幾
多
の
攻
防
を
、
海
と
い
う
自
然
と
、
そ
の
海
と

人
間
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
関
心
を
背
後
に
置
き

な
が
ら
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
）
（1
（
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
至
る
前
段
階
と
し

て
、
名
舟
村
と
能
登
に
定
住
し
た
筑
前
国
鐘
ケ
崎
海
）
（（
（

士
と
の
、
舳
倉
島
を

め
ぐ
る
攻
防
に
も
触
れ
て
お
き
た
）
（1
（
い
。

一　

舳
倉
島
・
七
ツ
島
と
名
舟
村

　

舳
倉
島
は
輪
島
の
北
方
約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
海
上
に
あ
り
、
周
囲

約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
最
高
標
高
一
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
平
坦
な
島
で
あ

る
（
図
（
）。
考
古
遺
跡
の
調
査
に
よ
っ
て
、
弥
生
時
代
中
期
初
頭
前
後

か
ら
人
が
渡
り
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
）
（1
（
る
。
舳
倉
島
最
古
の

遺
跡
は
深
湾
洞
遺
跡
で
、
土
器
や
石
器
が
出
土
し
て
い
る
。
な
か
で
も
注

目
さ
れ
る
出
土
品
は
、
ナ
イ
フ
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
石
器

や
石
槍
で
、
出
土
数
も
多
数
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
深
湾
洞
遺
跡
の
南

西
に
あ
る
シ
ラ
ス
ナ
遺
跡
で
は
貝
塚
が
確
認
さ
れ
、
ア
ワ
ビ
・
サ
ザ
エ
に

混
ざ
っ
て
カ
モ
や
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
な
ど
の
骨
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
両
遺
跡
の
出
土
品
を
考
え
合
わ
せ
、
ナ
イ
フ
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
石
器
や
石
槍
は
、
ア
シ
カ
猟
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い

と
見
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
約
二
〇
〇
〇
年
以
前
か
ら
舳
倉
島
へ
人
が

渡
っ
た
最
大
の
動
機
は
、
海
の
哺
乳
類
の
狩
猟
に
あ
っ
た
の
で
あ
）
（1
（

る
。

　

一
方
、
輪
島
の
北
方
約
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
沖
合
に
位
置
す
る
七
ツ
島

は
、
海
上
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
内
に
あ
る
七
つ
の
主
立
っ
た
島
と
岩
礁

か
ら
な
る
群
島
で
あ
る
（
図
（
）。
主
立
っ
た
島
は
、
四
方
内
北
部
の
大

島
・
狩
又
島
・
竜
島
と
、
南
部
の
荒
三
子
島
・
烏
帽
子
島
・
赤
島
・
御
厨

島
の
七
つ
で
あ
）
（1
（
る
。
島
で
の
人
び
と
の
活
動
は
、
大
島
の
オ
オ
ノ
マ
や
ミ

ズ
ノ
マ
と
呼
ば
れ
る
入
江
の
平
坦
地
か
ら
須
恵
器
が
採
集
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
平
安
前
期
、
九
世
紀
に
は
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
）
（1
（

る
。

　

舳
倉
島
は
、
古
く
は
「
沖
つ
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
三
十
六
歌
仙
の

一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
大
伴
家
持
が
、
越
中
国
の
国
司
在
任
中
に
詠
ん
だ

歌
が
『
万
葉
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
）
（1
（
る
。
天
平
二
〇
（
七
四
八
）
年
二
月
、

家
持
は
出
挙
の
た
め
に
、
当
時
越
中
国
に
含
ま
れ
て
い
た
能
登
を
巡
行
し
、

翌
天
平
感
宝
元
（
七
四
九
）
年
に
そ
の
旅
を
回
想
、「
京
の
家
に
贈
ら
む

が
為
に
真
珠
を
願
ひ
し
歌
一
首　

短
歌
を
幷
せ
た
り
」
と
題
し
て
、
次
の

歌
を
詠
ん
で
い
る
。

珠
洲
の
海
人
の　

沖
つ
御
神
に　

い
渡
り
て　

潜
き
取
る
と
い
ふ
鮑
玉　

五
百
箇
も
が
も　

は
し
き
よ
し
（
以
下
略
）［
巻
一
八
、
四
一
〇
一
］
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沖
つ
島
い
行
き
渡
り
て
潜
く
ち
ふ
鮑
玉
も
が
包
み
て
遣
ら
む
［
巻
一
八
、

四
一
〇
三
］

　

大
伴
家
持
が
詠
む
「
沖
つ
島
」
が
舳
倉
島
で
あ
り
、「
沖
つ
御
神
」、
つ

ま
り
神
の
坐
す
島
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
二
世
紀
前
半
に
編

纂
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
三
十
一
「
能
登
の
国
の
鬼
の
寝
屋
の
島

の
語　

第
二
十
）
（1
（
一
」
で
は
、
舳
倉
島
は
「
猫
の
島
」、
七
ツ
島
は
「
鬼
の

寝
屋
の
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
録
か
ら
、
両
島
が
現
在
の

呼
び
名
で
あ
る
「
舳
倉
島
」「
七
ツ
島
」
と
な
っ
た
の
は
、
一
二
世
紀
後

半
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

舳
倉
島
と
い
う
島
名
の
由
来
は
、
同
島
に
鎮
座
す
る
式
内
社
奥
津
姫
神

社
と
、
輪
島
市
河
井
町
に
鎮
座
す
る
重
蔵
神
社
と
の
関
係
性
の
な
か
か
ら

推
測
さ
れ
て
い
）
（1
（
る
。
重
蔵
神
社
は
元
来
、
現
在
の
呼
び
名
の
「
ジ
ュ
ウ
ゾ

ウ
」
で
は
な
く
「
ヘ
ク
ラ
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
も
の
で
、
舳
倉
島
の
奥
津

姫
、
つ
ま
り
奥
津
比
咩
神
社
の
遥
祠
辺
津
比
咩
神
社
が
重
蔵
神
社
の
起
源

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
宗
像
三
神
に
擬
し
、
奥
津
比
咩
・
辺
津
比

咩
の
両
神
に
加
え
て
、
七
ツ
島
に
中
津
比
咩
神
が
存
在
し
た
と
想
定
、
重

蔵
の
訓
み
「
ヘ
ク
ラ
」
か
ら
「
舳
倉
」
が
、
中
津
比
咩
か
ら
は
「
七
ツ
」
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が
あ
て
ら
れ
、
島
名
が
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
沖
の
島
と
呼
ば
れ
て
い
た
舳
倉
島
で
は
、
弥
生
時
代
以
来
人
び

と
が
活
動
し
、
ま
た
舳
倉
島
・
七
ツ
島
と
も
に
古
代
に
は
大
伴
家
持
が
詠

む
「
珠
洲
の
海
人
」
が
活
動
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
近
世
に
な

る
と
名
舟
村
が
両
島
を
、「
名
舟
村
領
」「
名
舟
村
條
」「
在
所
領
」「
地

元
」「
商
売
所
」
な
ど
と
称
し
、
村
の
占
有
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

名
舟
の
人
び
と
が
「
名
舟
村
人
」
と
し
て
両
島
で
活
動
を
始
め
た
の
は
、

能
登
で
郷
村
が
成
立
す
る
中
世
後
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
）
11
（
か
。
以
来
、
両
島
に
お
け
る
漁
業
権
は
、
名
舟
村
に
よ
っ
て
占

有
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
経
緯
な
ど
に
つ
い

て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

名
舟
村
は
現
輪
島
市
の
東
側
、
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
る
「
白
米
の
千

枚
田
」
を
経
て
間
も
な
く
の
地
に
位
置
す
る
。
日
本
海
に
北
面
し
、
背
後

に
は
断
崖
の
よ
う
な
段
丘
が
そ
そ
り
立
つ
、
平
地
に
乏
し
い
立
地
の
村
で

あ
る
。
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
の
「
村
御
）
1（
（
印
」
に
よ
れ
ば
、
草
高
二
二

二
石
で
免
七
ツ
七
歩
、
小
物
成
に
は
山
役
一
六
〇
目
、
嶋
役
六
〇
目
、
外

海
舟
櫂
役
二
四
五
匁
、
猟
舟
櫂
役
一
四
五
匁
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

寛
文
一
〇
（
一
六
七
〇
）
年
の
「
村
御
）
11
（
印
」
で
は
、
草
高
は
二
二
二
石
と

変
わ
ら
な
い
が
免
は
七
歩
引
か
れ
七
ツ
と
な
っ
て
い
る
。
小
物
成
は
、
山

役
一
六
〇
目
、
嶋
役
六
〇
目
、
外
海
舟
櫂
役
九
八
匁
、
外
一
四
七
匁
退
転
、

猟
舟
櫂
役
一
六
五
匁
、
内
二
〇
目
出
来
、
地
国
并
他
国
入
猟
役
一
二
匁
出

来
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
草
高
に
対
す
る
税
率
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率

が
眼
を
引
く
が
、
村
人
は
舳
倉
島
・
七
ツ
島
で
の
稼
ぎ
が
見
込
ま
れ
た
も

の
と
捉
え
て
い
）
11
（

た
。

　

舳
倉
島
・
七
ツ
島
に
お
け
る
漁
業
権
の
行
使
は
、
加
賀
藩
へ
の
島
役
六

〇
目
の
上
納
に
よ
っ
て
公
認
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
島
役
の
上
納
は
、
史
料
上
で
は
寛
永
四
（
一
六
二
七
）
年
に
確
認
さ
れ
、

当
時
は
一
一
八
匁
一
分
三
厘
で
あ
っ
）
11
（

た
。
上
納
額
が
六
〇
目
と
ほ
ぼ
半
減

し
た
の
は
寛
永
一
一
年
か
ら
で
、
こ
の
年
、
能
登
へ
と
進
出
し
て
い
た
筑

前
鐘
ケ
崎
の
海
士
に
よ
る
舳
倉
島
・
七
ツ
島
で
の
漁
業
が
、
加
賀
藩
に
よ

っ
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
）
11
（

る
。
島
役
は
海
士
が
六
〇
目
、
名
舟
村
が
六

〇
目
と
折
半
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
寛
文
一
〇
年
に
海
士
中
に
宛
て
ら
れ

た
「
御
印
」
で
は
、「
能
州
鳳
至
郡
舳
倉
嶋
七
嶋
海
士
役
并
舟
役
」
と
し

て
銀
子
一
三
枚
、
銀
子
一
枚
を
銀
四
三
匁
で
換
算
し
銀
五
五
九
匁
が
課
せ

ら
れ
て
い
）
11
（
た
。
ほ
か
に
名
舟
村
・
海
士
中
と
も
に
、
加
賀
藩
よ
り
御
用
の

品
と
し
て
、
名
舟
村
に
は
黒
海
苔
、
海
士
中
に
は
熨
斗
蚫
の
納
入
が
命
ぜ

ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
御
用
の
品
に
は
藩
か
ら
代
米
、
代
銀
が
支

給
さ
れ
た
。

　

名
舟
村
の
舳
倉
島
に
お
け
る
漁
業
は
、
和
布
・
イ
ゴ
草
刈
り
、
蚫
採
り
、

ア
ゴ
網
、
お
よ
び
御
用
の
品
と
な
っ
て
い
る
黒
海
苔
の
採
取
が
中
心
で
あ

っ
た
。
七
ツ
島
で
も
お
そ
ら
く
、
同
様
の
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
御
用
の
品
と
し
て
藩
に
全
量
が
納
め
ら
れ
る
黒
海
苔
の
ほ
か
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は
主
に
販
売
さ
れ
、
地
元
の
能
登
・
加
賀
の
前
田
氏
領
国
内
の
ほ
か
、
近

隣
国
の
越
前
・
越
中
・
越
後
な
ど
に
積
み
出
さ
れ
て
い
た
。

　

舳
倉
島
で
採
れ
る
黒
海
苔
は
、「
嶋
海
苔
」
と
し
て
戦
国
の
時
代
か
ら

進
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
石
山
本
願
寺
日
）
11
（
記
」
の
天
文

二
一
（
一
五
五
二
）
年
五
月
一
八
日
の
条
に
、「
従
温
井
為
当
年
之
礼
、

嶋
海
苔
一
箱
、
煎
海
鼠
五
束
来
」
と
あ
る
。
同
二
二
年
、
同
二
三
年
に
も
、

「
嶋
海
苔
一
箱
」
が
温
井
氏
よ
り
届
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「
証
如
上
人
書
札
）
11
（

案
」
か
ら
も
、
天
文
二
一
年
、
同
二
三
年
に
「
嶋
海
苔
」

が
、「
当
年
之
祝
儀
」
と
し
て
温
井
氏
よ
り
届
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

　

加
賀
藩
に
お
い
て
も
、
黒
海
苔
は
幕
府
や
朝
廷
へ
の
進
物
の
品
で
あ
っ

た
。
そ
の
黒
海
苔
が
御
用
の
品
と
し
て
名
舟
村
よ
り
加
賀
藩
に
納
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
寛
永
八
（
一
六
三
一
）
年
に
は
確
認
さ
れ
）
11
（
る
。
こ
の
年

の
納
付
高
は
一
石
五
斗
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
三
石
前
後
か
ら
四
石
の

間
で
推
移
し
て
い
る
。
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
の
文
）
11
（
書
に
よ
れ
ば
、
名

舟
村
か
ら
舳
倉
島
へ
黒
海
苔
採
り
に
渡
る
者
は
三
六
人
で
、
一
年
に
一
二

人
宛
で
三
年
巡
り
に
し
て
い
た
。
島
で
は
二
〇
日
ほ
ど
滞
在
す
る
こ
と
が

普
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
下
行
米
は
四
石
一
斗
二
升
で
、
一
人
に
つ
き

三
斗
四
升
三
合
三
勺
を
割
り
当
て
た
。
ま
た
、
天
和
四
（
一
六
八
四
）
年

の
文
）
1（
（
書
で
は
、
村
人
が
島
へ
渡
っ
た
の
は
毎
年
正
月
か
ら
二
月
に
か
け
て

で
あ
っ
た
。
島
に
は
黒
海
苔
を
乾
燥
さ
せ
る
た
め
の
小
屋
が
、
慶
安
四

（
一
六
五
一
）
年
に
藩
の
入
用
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
た
が
、
年
々
の

補
修
は
村
の
負
担
で
あ
っ
た
。
そ
の
小
屋
が
潰
れ
た
た
め
、
御
普
請
を
願

っ
た
の
が
天
和
四
年
の
文
書
で
あ
る
。

　

延
享
三
（
一
七
四
六
）
年
の
「
嶋
行
水
子
共
諸
縮
方
書
付
之
）
11
（
覚
」
に
よ

れ
ば
、
島
渡
は
こ
こ
で
も
一
二
人
で
、「
在
所
嶋
水
子
慥
成
者
共
ゑ
ら
ひ

出
シ
、
水
子
組
相
定
申
、
諸
事
申
渡
シ
」
た
う
え
で
行
っ
て
い
た
。
水
主

組
は
お
そ
ら
く
六
人
宛
二
組
に
分
か
れ
、
二
艘
の
船
で
島
へ
と
渡
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
島
で
守
る
べ
き
こ
と
は
全
一
〇
か
条
に
わ
た
っ
て
い
た

が
、
八
か
条
目
に

一
彼
嶋
江
相
渡
り
候
而
者
、
弐
艘
之
舟
頭
共
ヲ
初
、
嶋
古
参
ノ
者
共
、
不

何
ニ
寄
申
付
ル
義
、
諸
事
相
守
可
申
事

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
島
で
は
船
頭
と
古
参
の
者
が
強
い
権
限
を
持
ち
指

揮
に
当
た
っ
て
い
た
も
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
海
士
に
対
し
て
も
配
慮
さ

れ
て
お
り
、「
海
士
中
家
々
等
迄
、
不
何
寄
不
左
法
之
仕
方
、
麁
抹
仕
間

敷
候
」
と
申
し
渡
さ
れ
て
い
た
。

　

次
節
で
詳
細
に
述
べ
る
よ
う
に
、
舳
倉
島
へ
の
海
士
の
進
出
が
著
し
く

な
る
な
か
で
、
加
賀
藩
御
用
の
品
で
あ
る
黒
海
苔
の
納
付
は
、
名
舟
村
に

と
っ
て
舳
倉
島
の
占
有
権
を
主
張
す
る
生
命
線
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
藩
か
ら
の
御
用
が
滞
り
が
ち
に
な
っ
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て
い
っ
た
。
右
の
延
享
三
年
の
文
書
に
は
、「
舳
倉
嶋
黒
海
苔
、
近
年
七
、

八
年
之
間
御
用
茂
無
之
」
と
記
さ
れ
、
元
文
期
頃
か
ら
一
時
途
絶
え
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
翌
延
享
四
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
島
渡

は
久
し
振
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、「
諸
事
古
来
之
通
大
事
ニ
可
仕
」

た
め
に
「
諸
縮
方
」
が
確
認
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
文
化
三

（
一
八
〇
六
）
年
の
覚
）
11
（
書
に
は
、「
四
拾
五
年
以
来
黒
海
苔
御
用
被
仰
渡
無

御
座
候
」
と
あ
り
、
宝
暦
年
間
の
終
わ
り
頃
に
は
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ

る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
た
。
同
じ
史
料
か
ら
は
、
黒
海
苔
の
御
用
が
な

く
な
っ
て
か
ら
名
舟
村
の
人
び
と
は
舳
倉
島
へ
渡
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ

う
で
、
天
明
の
凶
作
時
に
夫
食
に
困
り
果
て
渡
島
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

舳
倉
島
は
海
士
の
島
と
い
う
ほ
か
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
。

　

振
り
返
れ
ば
、
寛
永
一
一
（
一
六
三
四
）
年
、
加
賀
藩
に
よ
る
舳
倉

島
・
七
ツ
島
に
お
け
る
海
士
中
へ
の
漁
業
の
公
認
は
、
そ
の
後
の
名
舟
村

の
歩
み
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

二　

海
士
の
進
出
と
名
舟
村

　

能
登
へ
や
っ
て
来
た
海
士
の
故
郷
、
筑
前
鐘
ケ
崎
は
現
在
の
福
岡
県
宗

像
市
鐘
崎
に
当
た
る
。
古
来
よ
り
「
宗
像
の
海
人
」
が
活
躍
し
た
地
域
で
、

そ
の
中
心
が
鐘
ケ
崎
で
あ
っ
）
11
（

た
。
鐘
ケ
崎
の
人
び
と
は
地
元
の
海
で
漁
業

を
営
む
だ
け
で
な
く
、
船
で
遠
方
へ
出
掛
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

ま
た
、
遠
方
で
の
滞
在
が
一
年
の
大
半
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
対
馬
や
壱

岐
の
漁
民
に
は
鐘
ケ
崎
か
ら
進
出
し
た
人
び
と
が
多
く
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
人
び
と
の
な
か
に
は
日
本
海
を
北
上
し
、
能
登
半
島
に
辿
り

着
い
た
海
士
も
あ
っ
た
。
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
、
海
士
又
兵
衛
よ
り

能
登
国
の
郡
奉
行
嶋
田
勘
右
衛
門
等
に
宛
て
ら
れ
た
文
書
に
よ
っ
て
、
能

登
半
島
に
辿
り
着
い
た
人
び
と
が
能
登
に
定
住
す
る
ま
で
の
経
緯
を
伺
っ

て
み
よ
）
11
（
う
。

　
　
　

乍
恐
海
士
又
兵
衛
申
上
候

一
能
州
浦
并
七
嶋
、
舳
倉
嶋
ニ
而
、
海
士
共
ニ
蚫
を
と
ら
せ
、
年
々
御
運

上
指
上
商
売
仕
来
申
候
、
跡
々
者
正
二
月
中
ニ
御
国
へ
罷
越
、
其
年
之

暮
ニ
西
国
へ
罷
帰
申
候
、
然
者
蚫
も
多
御
座
候
、
其
上
数
年
居
な
し
ミ

申
ニ
付
而
、
御
国
ニ
有
付
申
度
奉
存
候
、
生
国
を
打
捨
一
門
共
召
連
、

鳳
至
郡
之
内
鵜
入
村
ニ
借
家
を
仕
罷
在
候
、
就
其
寛
永
弐
拾
年
筑
前
守

様
御
入
国
被
為
成
候
刻
、
居
屋
敷
拝
領
仕
度
旨
、
今
枝
民
部
様
迄
、
能

州
御
奉
行
衆
様
を
以
書
付
指
上
申
候
所
、
可
被
下
御
意
之
旨
被
仰
渡
、

難
有
奉
存
候
、
然
共
海
近
キ
屋
敷
見
立
不
申
候
故
、
当
分
光
浦
村
ニ
弐

百
五
拾
歩
ノ
所
御
座
候
を
、
正
保
三
年
ニ
御
理
申
上
、
先
小
屋
懸
を
致
、

十
四
軒
ニ
か
こ
い
罷
有
申
候
、
海
士
男
女
せ
か
れ
共
ニ
人
数
百
五
六
拾

人
御
座
候
得
者
、
何
共
住
居
兼
申
候
、
其
上
去
年
よ
り
御
菓
子
熨
斗
、
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長
熨
斗
被
仰
付
、
為
御
奉
行
、
御
代
官
衆
私
小
屋
へ
御
越
候
而
、
仕
様

被
入
御
念
候
、
子
共
罷
有
所
む
さ
く
御
座
候
間
、
居
屋
敷
鳳
気
至
町
、

輪
嶋
崎
之
間
ニ
山
畑
御
座
候
、
千
弐
三
百
歩
程
拝
領
仕
、
別
家
ニ
小
屋

を
作
り
、
御
菓
子
熨
斗
以
下
き
れ
い
成
処
ニ
而
仕
差
上
申
度
奉
存
候
、

左
様
ニ
御
座
候
者
、
光
浦
村
之
御
屋
敷
上
可
申
候
、
海
辺
遠
キ
所
ハ
罷

成
不
申
候
間
、
右
之
所
拝
領
仕
候
様
ニ
御
次
手
を
以
、
御
老
中
様
へ
宜

様
ニ
被
仰
上
被
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
忝
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　

慶
安
弐
年
十
月
十
六
日�

あ
ま

�

又
兵
衛

　
　
　
　
　

嶋
田
勘
右
衛
門
様

　
　
　
　
　

古
沢
加
兵
衛
様

　
　
　
　
　

箕
浦
五
郎
左
衛
門
様

　

右
之
通
御
理
申
上
候
ニ
付
、
書
付
指
上
申
候
、
以
上

�

古
沢
加
兵
衛

�

嶋
田
勘
右
衛
門

�

箕
浦
五
郎
左
衛
門

　

裏
書

　
　

右
表
書
望
申
所
、
弥
被
遂
吟
味
、
歩
数
千
歩
可
被
相
渡
者
也

�

寄
合
所　

御
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
沢
加
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
勘
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
浦
五
郎
左
衛
門
殿

　

又
兵
衛
に
よ
れ
ば
、
昔
は
正
月
・
二
月
中
に
能
登
へ
と
や
っ
て
来
て
、

年
の
暮
れ
に
は
国
元
の
西
国
へ
帰
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
蚫
も
多
御
座

候
、
其
上
数
年
居
な
し
ミ
」
に
な
っ
た
の
で
、
能
登
に
定
住
を
望
み
「
生

国
を
打
捨
一
門
共
召
連
」
て
、
先
ず
は
鵜
入
村
に
借
家
住
ま
い
を
し
た
。

そ
の
後
寛
永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
、
四
代
藩
主
前
田
光
高
の
入
国
の
機

会
を
捉
え
、
能
州
郡
奉
行
衆
を
頼
み
今
枝
民
部
ま
で
居
屋
敷
拝
領
願
い
を

差
し
上
げ
た
。
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
が
、
当
時
、
海
辺
で
居
住
に
適

当
な
場
所
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
当
分
は
光
浦
村
に

住
む
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
正
保
三
（
一
六
四
六
）
年
の
こ
と
で
、
二
五

〇
歩
の
土
地
に
住
居
は
小
屋
掛
け
で
一
四
棟
建
て
、
一
五
〇
人
か
ら
一
六

〇
人
が
暮
ら
し
た
。
一
棟
に
一
一
人
前
後
が
暮
ら
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

住
み
づ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
。
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
に
は
、
加
賀
藩

よ
り
「
御
菓
子
熨
斗
、
長
熨
斗
」
の
御
用
が
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
作
業
専
用

の
建
物
も
確
保
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
折
り
、
鳳
至
町
と

輪
島
崎
村
と
の
間
に
、
山
畑
一
二
〇
〇
歩
か
ら
一
三
〇
〇
歩
ほ
ど
の
居
住

に
相
応
し
い
土
地
が
見
つ
か
っ
た
の
で
是
非
拝
領
し
た
い
と
、
慶
安
二
年

に
願
い
出
た
の
が
こ
の
史
料
で
あ
る
。「
裏
書
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
、
一
〇
〇
〇
歩
の
拝
領
が
認
め
ら
れ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
文
書
か
ら
は
、
筑
前
鐘
ケ
崎
の
海
士
が
能
登
に
初
め
て
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訪
れ
た
年
は
明
確
に
し
え
な
い
。
一
方
、
慶
安
二
年
よ
り
後
年
の
も
の
だ

が
、
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年
に
海
士
町
肝
煎
六
兵
衛
等
村
中
一
同
が
認

め
た
文
書
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
、
能
登
に
初
め
て
来
た
年
が

窺
え
）
11
（
る
。

私
共
先
祖
西
国
之
者
ニ
御
座
候
所
ニ
、
五
拾
六
七
ケ
年
以
前
御
国
へ
罷
下

り
、
舳
倉
嶋
、
七
ツ
嶋
両
嶋
ニ
商
売
仕
、
年
々
御
役
銀
と
九
銀
弐
枚
、
三

枚
宛
指
上
、
八
月
半
頃
ゟ
仕
廻
、
本
国
へ
罷
帰
り
申
候
、
然
所
ニ
舳
倉
嶋
、

七
ツ
嶋
商
売
所
ニ
見
立
、
四
拾
八
年
以
前
ニ
御
断
申
上
、
御
国
ニ
居
住
仕
、

其
年
ゟ
右
両
嶋
御
役
銀
拾
壱
枚
宛
毎
年
指
上
申
候
所
ニ
、
三
拾
弐
年
以
前

ニ
、
中
納
言
様
ゟ
御
役
銀
并
舟
役
銀
共
ニ
十
三
枚
之
御
印
頂
戴
仕
罷
有
申

候
御
事

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
海
士
が
初
め
て
能
登
へ
や
っ
て
来
た
の
は
貞
享
五
年

か
ら
五
六
、
七
年
以
前
、
つ
ま
り
寛
永
八
（
一
六
三
一
）
年
か
同
九
年
の

頃
で
あ
っ
た
。
役
銀
と
し
て
銀
二
、
三
枚
を
上
納
し
、
舳
倉
島
・
七
ツ
島

で
商
売
を
行
っ
た
。
こ
の
頃
は
毎
年
、
西
国
と
能
登
を
往
来
し
て
い
た
。

能
登
に
年
間
を
通
し
て
居
住
を
始
め
た
の
は
四
八
年
以
前
で
、
寛
永
一
七

（
一
六
四
〇
）
年
で
あ
っ
た
。
鵜
入
村
で
の
借
家
住
ま
い
を
指
す
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
年
か
ら
役
銀
は
一
一
枚
と
な
っ
た
。
そ
し
て
三
二
年
以

前
、
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
に
五
代
藩
主
前
田
綱
紀
の
御
印
に
よ
っ
て
、

「
御
役
銀
并
舟
役
銀
」
と
し
て
銀
一
三
枚
の
上
納
が
定
め
ら
れ
た
、
と
記

さ
れ
る
。
た
だ
役
銀
に
関
し
て
は
、「
村
御
印
」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
明

暦
二
年
に
は
銀
一
一
枚
、
寛
文
一
〇
年
に
至
り
銀
一
三
枚
と
定
め
ら
れ
た

こ
と
が
知
ら
れ
）
11
（
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
役
銀
の
上
納
は
、
島
役
の
上
納
に

加
え
、
舳
倉
島
・
七
ツ
島
に
お
け
る
漁
業
権
の
藩
に
よ
る
公
認
を
よ
り
確

か
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
名
舟
村
と

対
等
の
位
置
に
立
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
名
舟
村
同
様
に
御
用

の
品
の
納
付
に
よ
っ
て
、
藩
の
保
護
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

海
士
の
人
び
と
は
鳳
至
町
と
輪
島
崎
村
と
の
間
に
住
居
を
定
め
た
と
は

い
え
、
地
先
に
占
有
漁
場
を
有
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
舳
倉
島
・
七
ツ

島
で
の
稼
ぎ
こ
そ
が
生
命
線
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
依
然
と
し
て
遊
動

性
を
保
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
海
士
に
と
っ
て
、
陸
地
か
ら
遠
く
隔
た

っ
た
孤
島
は
格
好
の
漁
場
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

寛
永
一
一
年
、
海
士
に
島
役
が
課
せ
ら
れ
、
舳
倉
島
・
七
ツ
島
で
の
漁

業
権
が
認
可
さ
れ
た
時
の
事
情
は
、
先
と
同
じ
く
貞
享
五
年
、
名
舟
村
肝

煎
市
兵
衛
等
が
差
し
上
げ
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
）
11
（
た
。

名
舟
村
條
舳
倉
嶋
ニ
而
、
先
年
ゟ
黒
の
り
ヲ
取
、
毎
年
御
公
儀
様
江
指
上
、

御
下
行
米
被
為
下
候
、
并
ニ
若
和
布
刈
、
あ
ご
あ
ミ
を
さ
し
、
磯
之
蚫
を

取
、
私
共
か
せ
き
ニ
仕
申
候
ニ
付
而
、
嶋
役
銀
百
弐
拾
目
宛
上
申
候
、
御

給
人
之
時
分
ゟ
、
私
共
近
在
之
村
ゟ
名
舟
村
高
免
ニ
被
為
召
上
候
得
共
、
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舳
倉
嶋
ニ
而
大
分
之
か
せ
き
仕
候
故
、
御
納
所
役
義
等
無
滞
指
上
申
候
、

然
所
ニ
西
国
ゟ
海
士
共
御
郡
江
罷
越
光（
マ
マ
）村

罷
有
ニ
而
、
舳
倉
嶋
を
御
運
上

銀
指
上
ケ
一
作
受
蚫
を
取
商
売
仕
度
と
、
先
御
奉
行
嶋
田
勘
右
衛
門
様
、

山
下
吉
兵
衛
様
、
小
森
又
兵
衛
様
へ
御
断
申
上
候
処
ニ
、
名
舟
村
年
寄
共

へ
右
海
士
中
願
之
通
御
尋
被
為
成
候
、
年
寄
共
申
上
候
ハ
、
舳
倉
嶋
之
義

ハ
右
申
上
候
通
名
舟
村
之
第
一
之
か
せ
き
嶋
を
、
海
士
中
へ
御
運
上
ニ
被

為
仰
付
候
へ
ハ
、
名
舟
村
ひ
し
と
退
転
ニ
罷
成
申
候
と
達
而
御
断
申
上
候

処
ニ
、
海
士
中
ゟ
申
上
候
、
名
舟
村
之
か
せ
き
之
あ
こ
場
、
磯
之
若
和
布

場
、
や
す
た
ち
蚫
場
除
、
七
尋
た
ち
ゟ
沖
蚫
分
迄
御
運
上
ニ
申
請
ケ
商
売

仕
度
と
被
申
上
候
ニ
付
而
、
名
舟
村
年
寄
共
申
上
候
ハ
、
此
上
ハ
何
分
ニ

も
御
公
儀
様
御
意
次
第
ト
申
上
候
ニ
付
而
、
七
尋
立
よ
り
沖
之
蚫
ハ
海
士

中
へ
御
下
し
被
為
成
候
、
名
舟
村
嶋
役
銀
百
弐
拾
目
之
内
六
拾
目
御
用
捨

ニ
て
、
そ
れ
ゟ
六
拾
目
宛
御
役
銀
指
上
ケ
申
候
、
海
士
中
も
私
共
も
右
被

仰
様
相
守
候
御
事

　

名
舟
村
に
と
っ
て
舳
倉
島
は
「
第
一
之
か
せ
き
嶋
」
で
あ
り
、
そ
の
稼

ぎ
に
よ
っ
て
近
在
の
村
々
よ
り
「
高
免
」
の
年
貢
を
滞
り
な
く
上
納
し
て

き
た
。
そ
の
舳
倉
島
で
海
士
中
が
、「
御
運
上
銀
指
上
ケ
一
作
受
蚫
を
取

商
売
仕
度
」
と
願
い
出
て
き
た
。
名
舟
村
で
は
海
士
中
の
願
い
が
聞
き
届

け
ら
れ
て
は
、「
名
舟
村
ひ
し
と
退
転
ニ
罷
成
申
候
と
達
而
御
断
申
上
」

げ
た
。
海
士
中
は
、「
名
舟
村
之
か
せ
き
之
あ
こ
場
、
磯
之
若
和
布
場
、

や
す
た
ち
蚫
場
」
で
は
漁
は
行
わ
な
い
、「
七
尋
た
ち
ゟ
沖
蚫
分
迄
御
運

上
ニ
申
請
ケ
商
売
仕
度
」
と
返
答
を
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
深
さ
一
〇
・

五
メ
ー
ト
ル
よ
り
沖
で
の
蚫
採
り
の
み
を
漁
の
対
象
に
す
る
と
、
海
士
中

は
回
答
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
結
果
、
舳
倉
島
で
の
海
士
の
漁
は
認
可
さ

れ
、
以
来
名
舟
村
が
納
め
て
い
た
島
役
銀
一
二
〇
目
の
う
ち
、
半
分
の
六

〇
目
を
海
士
が
納
め
、
両
者
と
も
に
約
束
事
を
守
り
漁
業
を
行
っ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
に
至
り
、
名
舟
村
の
者
が
ト
ビ

ウ
オ
漁
の
「
あ
こ
網
さ
し
」
に
舳
倉
島
へ
渡
っ
た
と
こ
ろ
、「
海
士
中
新

あ
こ
網
仕
り
私
共
あ
こ
場
ニ
さ
し
、
私
共
ニ
ハ
あ
ミ
さ
ゝ
セ
不
申
」
と
い

っ
た
事
態
が
起
こ
っ
た
。
名
舟
村
で
は
、「
い
か
ゝ
之
心
得
ニ
候
哉
、
私

共
ノ
あ
こ
場
ふ
さ
き
被
申
候
事
合
点
不
参
と
申
候
得
共
、
承
引
不
仕
候
ニ

付
而
、
海
士
中
あ
こ
あ
ミ
き
り
上
ケ
可
申
」
と
強
く
申
し
入
れ
た
。
さ
ら

に
、
十
村
に
断
り
を
入
れ
、
十
村
よ
り
は
海
士
中
に
「
名
舟
村
商
売
あ
こ

場
構
申
間
敷
」
と
の
仰
せ
付
け
が
な
さ
れ
た
。
翌
貞
享
三
年
、
名
舟
村
の

人
び
と
は
舳
倉
島
へ
渡
ら
な
か
っ
た
。
一
年
を
置
き
、
貞
享
四
年
に
島
へ

渡
っ
た
と
こ
ろ
、
名
舟
村
で
は
「
私
共
之
商
売
ニ
不
罷
成
」
と
嘆
息
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
海
士
の
漁
業
は
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

貞
享
五
年
、
再
び
十
村
へ
訴
え
出
る
こ
と
に
な
る
。

　

海
士
の
返
答
は
、
第
一
の
稼
ぎ
で
あ
る
蚫
漁
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
で

あ
っ
）
11
（
た
。
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私
共
両
嶋
ニ
而
海
入
之
儀
ハ
、
名
舟
村
ゟ
七
尋
ゟ
沖
之
様
ニ
被
申
候
へ
と

も
、
左
様
成
儀
ハ
先
代
ゟ
承
不
申
候
、
惣
而
七
尋
ゟ
沖
ニ
而
ハ
商
売
仕
申

義
罷
成
不
申
候
御
事

　

名
舟
村
の
主
張
す
る
「
七
尋
ゟ
沖
」、
つ
ま
り
深
さ
一
〇
・
五
メ
ー
ト

ル
の
沖
合
で
は
蚫
漁
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

先
代
か
ら
聞
き
及
ん
で
は
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
あ
こ

網
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
返
答
が
寄
せ
ら
れ
）
11
（
た
。

あ
こ
網
場
并
わ
か
め
取
申
間
敷
と
御
請
上
ケ
申
候
、
名
舟
村
よ
り
被
申
候

へ
共
、
此
儀
も
親
共
ゟ
承
不
申
候
故
、
跡
々
ゟ
指
来
候
へ
共
、
名
舟
村
之

あ
ミ
并
わ
か
め
等
か
ま
い
申
由
、
去
々
年
十
村
殿
断
被
申
候
ニ
付
而
、
十

村
殿
ゟ
被
仰
付
候
ハ
、
名
舟
村
之
さ
し
あ
ミ
等
か
ま
い
不
申
候
様
ニ
可
仕

と
御
意
御
座
候
ニ
付
而
、
名
船
村
之
あ
ミ
西
ニ
さ
し
申
候
へ
ハ
、
私
共
あ

ミ
ハ
東
ニ
指
申
候
上
ハ
、
か
ま
い
ニ
成
申
間
敷
と
奉
存
候
御
事

　

そ
も
そ
も
「
あ
こ
網
」「
わ
か
め
取
」
が
禁
漁
で
あ
る
こ
と
自
体
、
親

の
世
代
よ
り
聞
い
て
は
い
な
い
。
た
だ
十
村
よ
り
名
舟
村
の
漁
に
障
ら
な

い
よ
う
に
と
の
断
り
が
あ
っ
て
か
ら
は
、
名
舟
村
が
網
を
西
に
刺
せ
ば
、

海
士
で
は
東
に
刺
す
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
後
、
輪
島
村
・
輪
島
崎
村
両
肝
煎

の
奥
書
付
き
で
、
海
士
町
肝
煎
六
兵
衛
等
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
主
張
が

な
さ
れ
）
1（
（
た
。

七
ツ
嶋
、
舳
倉
嶋
両
嶋
ニ
而
あ
こ
あ
ミ
私
共
村
中
ゟ
指
候
へ
ハ
、
名
舟
村

ゟ
か
ま
い
申
旨
度
々
被
申
上
候
、
私
共
之
儀
ハ
新
あ
ミ
、
名
舟
村
之
義
ハ

前
々
ゟ
両
嶋
ニ
而
あ
こ
網
指
来
り
候
義
ニ
候
へ
ハ
、
少
も
構
不
申
様
ニ
可

仕
旨
被
仰
渡
候
、
然
上
ハ
名
舟
村
中
ゟ
あ
こ
網
指
ニ
参
り
候
ハ
ヽ
、
私
共

網
指
申
間
敷
候
、
地
主
名
舟
村
之
も
の
居
不
申
内
ハ
勝
手
次
第
ニ
あ
み
指

可
申
候
、
此
外
商
売
之
義
ハ
跡
々
通
勝
手
次
第
ニ
可
仕
候
間
相
心
得
申
候

　

名
舟
村
が
「
あ
こ
網
」
を
刺
し
に
来
た
と
き
に
は
控
え
る
。
し
か
し
、

名
舟
村
の
人
び
と
が
舳
倉
島
・
七
ツ
島
に
不
在
の
時
に
は
、
両
島
に
お
け

る
漁
業
は
「
勝
手
次
第
」
に
行
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）
年
に
名
舟
村
よ
り
十
村
に
宛
て
ら
れ
た
文
）
11
（
書

に
よ
れ
ば
、
舳
倉
島
で
は
海
士
の
漁
業
が
盛
ん
で
「
私
共
商
売
ニ
罷
成
不

申
候
」
に
つ
き
、「
近
年
私
共
右
嶋
へ
商
売
ニ
罷
越
不
申
」
と
歎
い
て
い

る
。
ま
た
、
享
保
一
三
（
一
七
二
八
）
年
の
文
）
11
（
書
に
は
、「
三
四
拾
年
此

形
嶋
商
売
ニ
相
渡
り
不
申
」
と
も
記
さ
れ
、
貞
享
年
間
の
争
論
以
後
、
元

禄
期
に
は
名
舟
村
の
人
び
と
の
舳
倉
島
で
の
漁
業
は
、
黒
海
苔
採
り
を
除

け
ば
ほ
ぼ
絶
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　

名
舟
村
は
海
に
積
極
的
に
生
き
た
村
と
は
い
え
、
近
世
に
は
定
住
性
を
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強
め
、
村
の
地
先
に
占
有
漁
場
を
有
し
、
製
塩
を
行
い
、
田
畑
の
耕
作
に

も
勤
し
む
村
と
な
っ
て
い
た
。
一
方
、
海
士
は
陸
地
に
居
住
の
地
を
得
た

と
は
い
え
、
地
先
に
は
漁
場
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
田
畑
も
所
持
し
な
か

っ
た
。
遊
動
性
を
失
っ
て
い
な
い
海
士
に
と
っ
て
最
大
の
稼
ぎ
の
場
は
舳

倉
島
で
あ
り
、
冬
の
季
節
を
除
き
島
で
暮
ら
し
漁
業
に
従
事
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
寛
永
一
一
（
一
六
三
四
）
年
に
お
け
る
加
賀
藩
に
よ
る
舳
倉

島
・
七
ツ
島
で
の
海
士
中
の
漁
業
の
公
認
時
点
で
、
元
禄
期
に
至
り
名
舟

村
が
迎
え
た
状
況
は
容
易
に
想
像
し
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

以
後
、
名
舟
村
は
海
士
と
の
舳
倉
島
を
め
ぐ
る
争
論
か
ら
方
向
を
転
換

し
、
加
賀
藩
に
対
す
る
減
免
要
求
へ
と
軸
足
を
移
し
て
い
く
。
要
求
の
成

果
は
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
に
は
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
年
よ
り
五
か
年
の

間
「
壱
ツ
七
歩
」、
つ
ま
り
定
免
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
う
ち
一
七
パ
ー
セ

ン
ト
の
「
御
用
捨
免
」
を
獲
得
し
て
い
）
11
（
た
。
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に

至
り
、
こ
の
間
の
引
免
の
動
向
を
振
り
返
っ
た
文
）
11
（
書
に
よ
る
と
、
正
徳
三

年
以
降
引
免
は
年
季
引
免
、
あ
る
い
は
一
作
引
免
と
い
う
形
で
認
め
ら
れ

る
年
が
続
い
た
が
、
宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
以
降
は
「
其
後
追
々
引
免

立
帰
」
る
事
態
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
名
舟
村
で
は
、「
天
明
年
中

御
歎
申
上
、
同
三
年
ゟ
壱
つ
三
歩
、
年
限
不
極
引
免
」
を
獲
得
し
た
。
し

か
し
、
再
び
加
賀
藩
で
は
、「
寛
政
年
中
名
舟
村
之
者
共
、
胡
獱
稼
相
応

ニ
有
之
様
御
聞
受
被
為
在
候
由
ニ
而
、
其
後
弐
歩
、
三
歩
宛
追
々
立
帰
」

る
よ
う
に
な
り
、
天
保
期
を
迎
え
て
い
た
。

三　

胡
獱
の
狩
猟
と
そ
の
方
法

　

陸
地
か
ら
約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
沖
合
の
舳
倉
島
で
の
漁
業
を
め
ぐ
る

攻
防
で
は
、
陸
地
に
軸
足
を
置
き
定
住
性
を
強
め
て
い
た
名
舟
村
と
、
陸

地
に
住
居
を
得
た
と
は
い
え
地
先
に
漁
場
が
な
い
た
め
、
冬
場
を
除
き
島

で
漁
業
に
従
事
す
る
海
士
と
で
は
、
名
舟
村
の
劣
勢
は
致
し
方
な
か
っ
た

も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
結
果
、
舳
倉
島
か
ら
撤
退
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
名
舟
村
は
、
以
後
、
よ
り
陸
近
く
の
七
ツ
島
で
の
漁
業
に
重

き
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

七
ツ
島
で
は
、
和
布
刈
り
、
魚
の
捕
獲
の
ほ
か
、
胡
獱
猟
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
「
胡
獱
」
に
つ
い
て
は
、
文
字
通
り
の
ト
ド
か
、
そ
れ
と
も
ニ
ホ
ン

ア
シ
カ
を
指
す
の
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る
。
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
は
、
地

域
に
よ
っ
て
ト
ド
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
呼
称
の
傾

向
と
し
て
は
、
太
平
洋
岸
の
三
陸
以
北
は
ト
ド
、
関
東
か
ら
紀
伊
半
島
に

か
け
て
は
ア
シ
カ
、
日
本
海
側
は
ト
ド
と
ア
シ
カ
が
混
在
し
て
い
る
と
い

う
。
能
登
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
舳
倉
島
で
弥
生
の
昔
か
ら
ア
シ

カ
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
能
登
町
真
脇
遺
跡
の
縄
文
時
代
の
地
層

か
ら
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
の
骨
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
胡
獱
」

は
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
て
い
）
11
（
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
ア

シ
カ
類
は
毛
皮
の
下
に
厚
い
脂
肪
層
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
脂
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肪
を
煮
沸
し
て
抽
出
し
た
油
が
主
に
商
品
と
し
て
流
通
し
た
。
毛
皮
も
皮

革
製
品
の
原
材
料
と
な
り
、
油
を
抽
出
し
た
後
の
肉
や
骨
な
ど
は
肥
料
と

し
て
利
用
さ
れ
た
。

　

七
ツ
島
へ
胡
獱
が
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
寛
延
年
中
（
一
七

四
八
～
一
七
五
一
）
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
舳
倉
島
か
ら
撤
退
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
名
舟
村
で
は
、
七
ツ
島
で
の
胡
獱
猟
に
活
路
を
見
出
し
た
。
し

か
し
、
や
が
て
胡
獱
猟
を
め
ぐ
っ
て
も
加
賀
藩
の
認
可
を
楯
に
し
て
介
入

す
る
者
が
現
れ
、
攻
防
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
長
文
に
わ
た

る
が
、
以
下
に
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
三
月
の
名
舟
村
願
書
を
引
用

す
）
11
（

る
。

　
　
　

書
付
ヲ
以
御
願
申
上
候

口
郡
金
丸
村
久
太
夫
義
、
私
共
在
所
領
七
ツ
嶋
之
内
ニ
而
胡
獱
打
捕
申
趣
、

去
未
年　

御
上
表
ゟ
御
入
相
立
、
去
夏
中
右
嶋
江
数
十
人
相
渡
り
専
相
稼

申
候
、
然
者
私
共
在
所
之
義
者
、
近
在
村
々
ゟ
格
別
御
高
御
免
相
茂
高
免

ニ
御
座
候
、
元
来
此
義
ハ
舳
倉
嶋
・
七
ツ
嶋
此
両
嶋
を
支
配
仕
、
毎
年
御

役
銀
指
上
、
往
古
ゟ
若
和
布
・
い
ご
其
外
魚
等
多
捕
揚
、
越
前
・
越
後
等

迄
積
廻
シ
売
買
仕
稼
ヲ
以
、
諸
御
役
銀
御
納
所
方
全
相
勤
来
申
候
、
然
所

先
年
筑
前
鐘
ケ
崎
之
海
士
共
入
猟
ニ
罷
越
申
内
、
御
国
元
居
住
奉
願
候
所
、

則
輪
嶋
町
ニ
而
居
住
被
為
仰
付
、
其
節
ゟ
右
海
士
共
之
義
、
毎
年
三
月
頃

ゟ
九
月
頃
迄
ハ
右
舳
倉
嶋
ニ
居
住
仕
、
猟
業
稼
専
仕
候
ニ
付
、
私
共
在
所

之
義
ハ
自
然
与
衰
微
仕
、
其
後
者
漸
七
ツ
嶋
ニ
而
若
和
布
等
、
其
外
胡
獱

抔
茂
少
々
宛
取
、
油
煎
取
地
方
江
積
越
売
払
、
其
助
情
ヲ
以
御
収
納
諸
御

役
銀
茂
、
先
是
迄
全
相
勤
来
申
候
、
然
所
去
々
午
年
右
久
太
夫
等
下
仲
間

之
者
と
も
大
勢
取
組
、
七
ツ
嶋
江
相
渡
り
胡
獱
打
捕
、
勿
論
ら
ん
だ
い
之

族
在
之
候
所
、
其
節
私
共
在
所
江
者
其
段
被
仰
渡
無
御
座
候
ニ
付
、
彼
是

懸
合
居
申
内
、
早
速
罷
帰
申
候
、
去
年
之
義
ハ
前
段
之
通
弥
御　

上
表
ゟ

御
入
相
立
、
大
勢
相
渡
、
悉
ク
ら
ん
た
い
之
仕
形
ニ
而
、
私
共
在
所
稼
必

至
与
指
止
り
、
一
統
難
義
迷
惑
仕
候
、
然
者
私
共
在
所
之
義
ハ
前
段
之
仕

合
ニ
而
、
右
嶋
稼
ヲ
以
御
収
納
御
役
銀
た
そ
く
ニ
仕
場
所
ニ
御
座
候
ニ
付
、

右
久
太
夫
同
様
ニ
相
稼
候
而
ハ
嶋
茂
荒
、
往
々
在
所
困
窮
之
基
与
奉
存
、

是
迄
格
別
之
稼
方
も
仕
不
申
、
前
段
之
通
ニ
相
稼
来
申
候
得
共
、
右
嶋
胡

獱
猟
之
義
も
地
元
ニ
仕
候
へ
者
、
外
猟
業
之
指
支
ニ
罷
成
不
申
様
仕
申
候
、

左
候
へ
者
当
年
よ
り
狩
人
を
相
頼
、
地
元
之
者
共
胡
獱
猟
業
仕
度
奉
存
候
、

依
之
当
年
之
義
ハ
、
一
作
為
御
冥
加
銀
拾
枚
指
上
可
申
候
、
然
上
ハ
去
々

年
以
来
段
々
紙
面
ヲ
以
御
歎
申
上
候
通
ニ
御
座
候
間
、
何
分
是
以
後
他
所

者
右
嶋
へ
堅
ク
入
込
不
申
様
被
仰
付
可
被
下
候
様
、
御
願
上
可
被
下
候
、

為
其
再
紙
面
ヲ
以
奉
願
上
候
、
以
上

　
　

天
明
八
年
三
月�

名
舟
村
肝
煎

�

九
郎
兵
衛
㊞

�

同
村
組
合
頭

�

与
四
兵
衛
㊞
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�

同

�

甚
九
郎

　
　
　

稲
舟
組
当
分
御
才
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　

走
出
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友
右
衛
門
殿

右
紙
面
之
通
相
違
無
御
座
候
間
、
願
之
通
被
仰
付
可
被
下
候
、
為
其
奥
書

仕
上
之
申
候
、
以
上

�

稲
舟
村
彦
左
衛
門
組
当
分
才
料

�

走
出
村

�

友
右
衛
門
（
花
押
）
印

　
　

奥
村
左
太
夫
殿

　
　

金
森
弥
二
郎
殿

　

天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
に
至
り
、
口
郡
金
丸
村
の
久
太
夫
等
が
七
ツ

島
で
胡
獱
猟
を
始
め
た
。
他
の
史
料
も
あ
わ
せ
て
読
み
解
い
て
い
く
と
、

久
太
夫
の
ほ
か
口
郡
小
島
村
与
三
の
名
も
知
ら
れ
）
11
（
る
。
久
太
夫
等
に
よ
る

胡
獱
猟
は
能
登
国
の
郡
奉
行
所
か
ら
許
可
を
得
て
お
り
、
郡
奉
行
所
の
認

識
は
「
久
太
夫
等
見
出
申
稼
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
11
（
た
。
し
か
し
、
こ
の

認
識
は
誤
り
で
、
七
ツ
島
へ
胡
獱
が
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
寛
延
年
中

以
来
、
名
舟
村
で
取
り
組
ま
れ
て
い
た
稼
ぎ
で
あ
っ
）
11
（
た
。
名
舟
村
で
は
、

舳
倉
島
か
ら
撤
退
後
、「
漸
七
ツ
嶋
ニ
而
若
和
布
等
、
其
外
胡
獱
抔
茂

少
々
宛
取
、
油
煎
取
地
方
江
積
越
売
払
」
う
稼
ぎ
に
よ
っ
て
、「
御
収
納

諸
御
役
銀
茂
、
先
是
迄
全
相
勤
」
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
久
太
夫
等

の
胡
獱
猟
は
、「
下
仲
間
之
者
と
も
大
勢
取
組
、
七
ツ
嶋
江
相
渡
り
胡
獱

打
捕
、
勿
論
ら
ん
だ
い
之
族
在
之
候
」
と
い
う
あ
り
様
で
あ
っ
た
。
こ
の

天
明
六
年
に
つ
い
て
は
、「
其
節
私
共
在
所
江
者
其
段
被
仰
渡
無
御
座
候

ニ
付
、
彼
是
懸
合
居
申
内
」
に
、
久
太
夫
等
は
島
か
ら
立
ち
去
っ
た
。

　

翌
天
明
七
年
に
も
久
太
夫
等
は
七
ツ
島
に
現
れ
た
。
こ
の
年
は
「
御　

上
表
ゟ
御
入
相
立
」
と
あ
る
よ
う
に
、
上
表
を
以
て
胡
獱
猟
を
願
っ
た
も

よ
う
で
、「
御　

入
御
紙
）
1（
（
面
」
を
掲
げ
て
の
渡
島
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

胡
獱
猟
の
方
法
は
相
変
わ
ら
ず
で
、「
数
十
人
」
ほ
ど
の
「
大
勢
相
渡
、

悉
ク
ら
ん
た
い
之
仕
形
」
で
あ
っ
た
。
名
舟
村
で
は
、「
右
久
太
夫
同
様

ニ
相
稼
候
而
ハ
嶋
茂
荒
、
往
々
在
所
困
窮
之
基
与
奉
存
」
と
の
認
識
の
下
、

天
明
八
年
に
至
り
大
き
な
決
断
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

名
舟
村
で
は
「
是
迄
格
別
之
稼
方
も
仕
不
申
、
前
段
之
通
ニ
相
稼
来
申

候
得
共
」、
今
後
は
「
右
嶋
胡
獱
猟
之
義
も
地
元
ニ
仕
候
へ
者
、
外
猟
業

之
指
支
ニ
罷
成
不
申
」
よ
う
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
「
当
年
よ

り
狩
人
を
相
頼
、
地
元
之
者
共
胡
獱
猟
業
仕
度
奉
存
候
」
と
い
う
の
で
あ

る
。「
前
段
之
通
ニ
相
稼
来
申
」
す
と
は
、「
胡
獱
抔
茂
少
々
宛
取
」
を
指

し
、
具
体
的
に
は
胡
獱
猟
を
「
簎
）
11
（
捕
」
で
行
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
久
太
夫
等
の
「
悉
ク
ら
ん
た
い
之
仕
形
」
と
は
、

「
鉄
炮
ニ
而
打
留
」
狩
猟
法
で
あ
）
11
（
る
（
図
（
）。
名
舟
村
で
も
、「
尤
鉄
炮
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ニ
而
取
申
儀
茂
村
方
之
者
共
心
付
居
申
候
得
共
、
御
縮
之
物
故
御
上
江
奉

恐
、
簎
迄
ニ
而
」
捕
獲
し
て
き
た
の
で
あ
っ
）
11
（
た
。
し
か
し
、
事
こ
こ
に
至

っ
て
は
、
名
舟
村
で
も
自
己
防
衛
の
た
め
に
「
狩
人
」、
つ
ま
り
鉄
炮
打

ち
を
雇
っ
て
胡
獱
猟
を
行
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
）
11
（
る
。

　

名
舟
村
の
願
い
は
一
貫
し
て
お
り
、
七
ツ
島
へ
の
他
所
者
の
渡
島
禁
止

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
願
い
は
、
意
を
尽
く
し
て
の
願
書
を
差
し
上
げ
る

行
為
の
み
に
よ
っ
て
適
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
久
太
夫
等
が
七
ツ
島
で

の
胡
獱
猟
の
認
可
を
加
賀
藩
か
ら
得
た
の
に
は
、
冥
加
銀
の
上
納
が
と
も

な
っ
て
い
）
11
（
た
。
久
太
夫
等
は
冥
加
銀
一
〇
枚
の
上
納
を
以
て
、
七
ツ
島
へ

と
乗
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
冥
加
銀
を
納
め
、
収
益
を
上
げ
る
た

め
に
、「
鉄
炮
」
を
用
い
て
「
悉
ク
ら
ん
た
い
之
仕
形
」
を
行
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
名
舟
村
で
は
「
舳
倉
嶋
・
七
ツ
嶋
此
両
嶋
を
支
配
仕
」
る
こ

と
か
ら
、「
近
在
村
々
ゟ
格
別
御
高
御
免
相
茂
高
免
」
で
あ
り
、
ま
た

「
毎
年
御
役
銀
指
上
」
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
天
明
八
年
か
ら
は

久
太
夫
等
に
対
抗
す
る
た
め
に
「
一
作
為
御
冥
加
銀
拾
枚
指
上
」
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
何
分
是
以
後
他
所
者
右
嶋
へ
堅
ク
入
込
不
申
様
被
仰
付
可

被
下
候
様
、
御
願
上
可
被
下
候
」
と
願
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
冥
加
銀
の
上
納
を
果
た
す
た
め
に
は
、
胡
獱
猟
の
方
法
を
村
人

に
よ
る
「
簎
捕
」
か
ら
「
狩
人
」
を
雇
っ
て
の
「
鉄
炮
ニ
而
打
留
」
や
り

方
へ
と
替
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
願
い
は
叶
わ

な
か
っ
た
。
こ
の
年
も
久
太
夫
等
の
七
ツ
島
で
の
胡
獱
猟
は
禁
じ
ら
れ
る



海に生きる人びとと海の生き物（泉）

10（

こ
と
な
く
、「
仲
間
ニ
相
稼
」
よ
う
に
仰
せ
渡
さ
れ
）
11
（

た
。

　

寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
も
、
胡
獱
猟
の
開
始
時
期
に
先
立
っ
て
、
例

年
の
よ
う
に
名
舟
村
で
は
七
ツ
島
へ
の
他
所
者
の
入
り
込
み
の
禁
止
を
願

っ
て
い
）
11
（
る
。
そ
し
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
舳
倉
島
か
ら
の
撤
退
の
経
緯
、

七
ツ
島
で
の
胡
獱
猟
の
様
子
な
ど
を
記
し
た
う
え
で
、「
尤
右
申
上
候
通
、

簎
取
ニ
仕
候
故
過
分
之
稼
ニ
ハ
相
成
不
申
候
得
共
、
当
年
ゟ
ハ
久
太
夫
相

稼
申
候
通
、
鉄
炮
ニ
而
打
留
相
稼
申
様
ニ
仕
候
得
者
、
胡
獱
取
揚
高
格
別

多
可
有
御
座
与
奉
存
候
、
左
候
得
ハ
御
益
之
筋
茂
御
座
候
」
と
、
簎
か
ら

鉄
炮
へ
と
狩
猟
の
方
法
を
変
え
る
こ
と
に
よ
る
益
を
述
べ
、「
御
冥
加
之

義
ハ
鰤
網
同
事
、
捕
揚
高
を
以
拾
歩
一
指
上
可
申
候
」
と
提
案
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
冥
加
銀
一
〇
枚
の
上
納
よ
り
も
捕
揚
高
一
〇
分
一
の
方
が
、

よ
り
高
額
に
上
る
と
の
試
算
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
年
も

久
太
夫
等
と
の
仲
間
稼
ぎ
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
寛
政
二
年
、

次
の
よ
う
な
「
申
渡
」
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
11
（
る
。

鳳
至
郡
名
舟
村
領
七
ツ
嶋
之
内
ニ
而
胡
獱
打
申
義
、
金
丸
村
久
太
夫
等
ゟ

相
願
、
御
算
用
場
江
相
達
、
願
之
通
申
渡
置
候
、
然
所
地
元
名
舟
村
ゟ
茂

相
願
候
ニ
付
、
双
方
当
分
割
合
を
以
打
捕
候
様
申
渡
、
去
年
迄
か
せ
き
候

所
、
当
年
名
舟
村
之
者
共
不
致
信
服
、
願
之
筋
有
之
候
尓
付
、
双
方
詮
義

之
趣
落
着
迄
、
胡
獱
捕
候
義
双
方
共
指
留
候
条
、
此
段
名
舟
村
之
者
共
江

可
申
渡
候
、
以
上

　

三
月
廿
四
日�

栂
喜
左
衛
門
印

�

御
郡
廻

�

寺
嶋
五
郎
兵
衛

�

稲
舟
村

�

彦
左
衛
門

　

す
な
わ
ち
、
詮
議
が
落
着
す
る
ま
で
、
名
舟
村
、
久
太
夫
等
と
も
に
胡

獱
猟
差
し
止
め
の
申
渡
で
あ
る
。
村
中
を
説
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

か
っ
た
。
三
月
に
一
旦
は
請
書
を
差
し
上
げ
た
名
舟
村
で
は
あ
っ
た
が
、

六
月
に
な
り
改
め
て
才
許
稲
舟
村
彦
左
衛
門
が
「
御
村
廻
り
之
上
、
百

姓
・
頭
振
不
残
被
召
寄
」
た
う
え
で
説
得
さ
れ
、
よ
う
や
く
「
委
細
被
仰

渡
之
趣
、
御
請
紙
面
」
を
差
し
上
げ
る
に
い
た
っ
て
い
）
11
（
た
。
寛
政
二
年
は

何
と
か
事
な
く
過
ぎ
た
が
、
年
明
け
早
々
の
寛
政
三
年
正
月
四
日
に
は
、

百
姓
一
同
よ
り
村
役
人
に
対
し
て
、「
胡
獱
稼
先
規
之
通
地
本
之
者
共
専

稼
仕
候
様
ニ
御
願
上
可
被
下
候
、
無
左
時
者
必
至
与
村
中
行
方
無
御
座
候

ニ
付
、
一
統
人
気
茂
悪
敷
罷
成
候
」
と
の
願
い
が
上
げ
ら
れ
）
1（
（
た
。
こ
れ
を

受
け
村
役
人
か
ら
稲
舟
村
彦
左
衛
門
に
、「
当
年
之
義
者
万
一
願
之
趣
御

聞
届
無
御
座
候
得
者
、
押
而
茂
相
渡
り
嶋
稼
可
仕
所
存
之
者
共
茂
有
之
様

子
粗
及
承
居
申
候
、
然
者
村
方
騒
立
不
軽
義
到
、
私
共
甚
迷
惑
至
極
ニ
奉

存
候
」
と
、
切
羽
詰
ま
っ
た
願
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
11
（
る
。
し
か
し
、

郡
奉
行
所
の
「
仰
渡
」
は
、「
金
丸
村
久
太
夫
相
加
候
様
」
に
と
の
こ
と
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で
あ
っ
）
11
（
た
。
か
く
て
、
村
役
人
の
心
配
は
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。

　

寛
政
三
年
五
月
一
一
日
の
夜
半
、
一
六
人
の
者
が
村
中
の
惣
代
と
し
て
、

七
ツ
島
に
向
け
て
出
船
し
）
11
（

た
。
村
役
人
に
は
例
年
の
通
り
和
布
刈
り
と
伝

え
た
が
、
実
際
に
は
「
序
ニ
胡
獱
茂
少
々
打
捕
」
え
る
こ
と
を
「
村
方
一

致
」
で
申
し
合
わ
せ
て
い
た
。
一
二
日
の
昼
頃
に
七
ツ
島
へ
到
着
、
輪
島

崎
村
の
者
が
和
布
刈
り
を
し
て
い
た
の
で
咎
め
た
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

島
に
小
島
村
の
与
三
が
渡
っ
て
い
た
。
与
三
が
如
何
な
る
理
由
で
島
へ
渡

っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
監
視
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
名
舟
村
の
人
び
と
の
身
支
度
か
ら
、「
和
布
苅

而
巳
ニ
而
茂
無
之
、
胡
獱
稼
も
被
致
候
様
子
ニ
見
請
候
」
と
判
断
、「
為

証
拠
鉄
鉋
を
取
」
り
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
鉄
炮
は
、
名
舟
村
で
雇
っ
て
い

る
狩
人
八
幡
村
五
郎
兵
衛
の
も
の
で
あ
っ
た
。
与
三
は
五
郎
兵
衛
の
ほ
か

に
久
亀
屋
村
長
八
と
い
う
狩
人
も
島
に
い
た
と
告
げ
て
い
た
が
、
村
で
は

否
定
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
名
舟
村
で
捕
ら
え
た
胡
獱
は
四
疋
で
あ
っ
た
。

「
赤
嶋
ニ
而
死
胡
獱
壱
疋
有
之
、
且
又
ゑ
ぼ
し
嶋
ニ
而　

右
五
郎
兵
衛
ニ

三
疋
為
打
捕
、
都
合
四
疋
共
油
煎
取
申
候
」
と
、
才
許
の
稲
舟
村
彦
左
衛

門
に
村
か
ら
報
告
し
て
い
る
。

　

奉
行
所
の
下
知
に
背
き
胡
獱
猟
を
行
っ
た
一
六
人
に
は
、
処
罰
が
下
さ

れ
）
11
（
た
。依

之
孫
三
郎
・
兵
三
郎
・
清
七
郎
義
者
在
所
長
百
姓
之
義
ニ
候
得
者
、
仮

令
小
百
姓
中
彼
是
申
候
共
制
シ
可
申
所
、
相
同
シ
候
義
、
定
而
頭
取
七
ツ

嶋
江
相
渡
り
候
哉
と
被
思
召
、
手
鎖
御
縮
を
以
在
所
役
人
中
江
御
指
預
ケ
、

庄
左
衛
門
義
者
御
自
分
様
ゟ
組
鉄
鉋
を
借
請
申
抔
と
申
入
候
義
、
真
偽
之

所
疑
敷
被
思
召
、
是
又
手
鎖
御
縮
被
仰
付
、
残
り
拾
弐
人
之
者
共
戸
外
徘

徊
御
差
留
、
是
又
在
所
御
役
人
中
へ
御
指
預
ケ
之
旨
被
仰
渡
、
一
統
奉
畏

候

　

長
百
姓
三
名
と
、
鉄
炮
に
つ
い
て
の
発
言
に
疑
義
が
持
た
れ
た
一
名
の

計
四
名
に
は
「
手
鎖
御
縮
」、
残
る
一
二
名
に
は
「
戸
外
徘
徊
御
差
留
」

が
申
し
渡
さ
れ
た
。
全
員
村
役
人
預
か
り
で
あ
っ
た
が
、
九
月
二
日
に
宥

免
さ
れ
る
ま
で
処
罰
は
三
か
月
半
近
く
に
及
ん
）
11
（
だ
。
た
だ
、
こ
の
村
人
の

下
知
を
犯
し
て
ま
で
の
行
動
が
功
を
奏
し
た
も
の
か
、
寛
政
四
年
、
郡
奉

行
よ
り
次
の
よ
う
な
「
申
渡
」
が
あ
っ
）
11
（
た
。

其
方
組
名
舟
村
領
於
七
ツ
嶋
胡
獱
稼
之
義
、
右
村
者
地
元
之
義
故
、
以
来

名
舟
村
一
方
江
定
稼
申
渡
候
条
、
前
々
運
上
銀
弐
拾
枚
宛
、
散
小
物
成
銀

之
内
江
立
込
、
上
納
可
致
候

一
鉄
炮
之
義
者
、
重
キ
御
縮
之
品
ニ
候
間
、
尚
更
厳
重
可
申
渡
候

一
胡
獱
油
、
他
国
出
之
義
、
前
々
之
通
縮
可
申
付
候

右
於
浦
々
ニ
網
入
魚
之
隙
ニ
成
り
、
天
明
七
年
、
口
郡
金
丸
村
久
太
夫
、

小
嶋
村
与
三
、
胡
獱
打
捕
度
旨
願
出
、
於
七
ツ
嶋
ニ
打
捕
候
所
、
地
元
名
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舟
村
と
及
諍
論
候
ニ
付
、
今
度
御
算
用
場
江
相
達
、
聞
届
之
上
遂
詮
儀
、

名
舟
村
一
方
江
稼
落
着
申
渡
候
条
、
夫
々
可
申
渡
候
、
以
上

　

子�

神
保
権
五
郎　

印

　

二
月
廿
日�

栂
喜
左
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

稲
舟
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彦
左
衛
門

右
七
ツ
嶋
胡
獱
稼
之
義
、
其
村
定
稼
ニ
被
仰
付
候
旨
、
御
入
紙
面
相
渡
申

ニ
付
、
写
相
渡
候
間
、
尚
更
御
縮
方
不
相
洩
様
、
村
方
一
流
申
渡
、
運
上

銀
弐
拾
枚
宛
、
無
滞
上
納
可
被
致
候
、
以
上

　

子�
稲
舟
村

　
　

二
月
廿
一
日�
彦
左
衛
門　

印

　
　
　
　
　

名
舟
村
肝
煎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　

同
村
組
合
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
四
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚
九
郎
殿

　

郡
奉
行
所
か
ら
算
用
場
へ
相
達
し
て
の
判
断
は
、
七
ツ
島
で
の
胡
獱
猟

は
名
舟
村
「
一
方
」
の
「
定
稼
」
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

判
断
に
は
、
肝
煎
九
郎
兵
衛
に
よ
る
郡
奉
行
衆
周
辺
へ
の
働
き
か
け
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
年
不
詳
で
は
あ
る
が
、
牧
村
新
左
衛
門
な

る
人
物
か
ら
九
郎
兵
衛
宛
に
届
け
ら
れ
た
書
状
に
は
、「
然
者
胡
獱
之
義
、

名
舟
村
一
方
江
被
仰
付
候
様
、
御
奉
行
ゟ
小
紙
を
以
、
御
願
被
成
候
筈
ニ

御
座
候
」
と
の
報
告
が
寄
せ
ら
れ
、「
尤
名
舟
村
一
方
江
何
卒
被
仰
付
候

様
、
当
春
ゟ
段
々
私
ゟ
訳
合
申
上
置
候
処
、
御
聞
届
之
上
、
右
之
仕
合
ニ

御
座
候
」
と
記
さ
れ
て
い
）
11
（
た
。
正
式
の
判
断
が
下
さ
れ
る
前
の
情
報
で
あ

り
、「
勿
論
隠
密
事
」
で
一
切
「
御
他
言
被
成
間
敷
候
」
と
念
押
し
さ
れ

て
い
）
11
（
た
。

　

し
か
し
、
村
で
は
喜
ん
で
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
定

稼
に
は
、
冥
加
銀
二
〇
枚
の
上
納
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
は
、

久
太
夫
等
が
銀
一
〇
枚
の
冥
加
銀
を
納
め
て
い
た
。
名
舟
村
は
そ
れ
に
対

抗
す
る
た
め
、
同
じ
く
冥
加
銀
一
〇
枚
の
上
納
に
よ
る
村
の
み
で
の
定
稼

を
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
倍
の
銀
二
〇
枚
と
な
っ
た
。

　

寛
政
四
年
、
名
舟
村
の
胡
獱
猟
の
取
揚
高
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
）
11
（
た
。

三
月
一
一
日
～
三
月
晦
日　

胡
獱
六
二
頭　
　

油
四
五
樽　

一
樽
二
斗
入

四
月
朔
日
～
四
月
晦
日　
　

胡
獱
二
〇
八
頭　

油
二
五
〇
樽　

同

五
月
朔
日
～
五
月
一
五
日　

胡
獱
一
一
二
頭　

油
一
〇
七
樽　

同

　

計　
　
　
　
　
　
　
　
　

胡
獱
三
八
二
頭　

油
四
〇
二
樽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
に
か
す
め
油　

五
〇
樽
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寛
政
八
年
八
月
の
胡
獱
油
の
相
場
を
見
る
と
、
油
一
斗
に
つ
き
銭
二
貫

文
前
後
で
あ
）
1（
（

る
。
こ
の
相
場
の
限
り
、
寛
政
四
年
の
稼
ぎ
高
は
相
当
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
三
八
二
頭
に
及
ぶ
胡
獱
の
取
揚
高

は
、
継
続
的
に
維
持
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

元
来
、
名
舟
村
が
胡
獱
猟
に
用
い
て
い
た
狩
猟
用
具
は
簎
で
あ
っ
た
。

こ
の
狩
猟
用
具
は
手
の
延
長
の
道
具
で
あ
り
、
弥
生
時
代
の
石
器
や
石
槍

に
類
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
限
り
、
胡
獱
猟
は

保
全
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
鉄
炮
は
い
わ
ゆ
る
文
明
の

利
器
で
あ
り
、
容
易
に
乱
獲
へ
と
繫
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
）
11
（

る
。
ま
た
、

村
人
の
「
元
来
、
胡
獱
之
義
者
、
五
月
節
近
ク
四
月
中
旬
過
ゟ
五
月
中
迄
、

子
を
産
申
時
節
な
ら
で
ハ
油
ハ
無
御
座
候
」
と
い
う
発
言
も
気
に
掛
か
）
11
（
る
。

冥
加
銀
の
圧
力
が
加
わ
る
な
か
で
、
果
た
し
て
名
舟
村
の
人
び
と
は
乱
獲

へ
と
歩
を
進
め
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

四　

胡
獱
猟
の
行
方

　

名
舟
村
は
、
七
ツ
島
で
の
胡
獱
猟
を
め
ぐ
る
久
太
夫
等
と
の
攻
防
に
、

一
応
、
形
の
上
で
は
勝
利
を
お
さ
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
そ
の
勝
利

を
お
さ
め
た
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
、
海
士
の
眼
が
七
ツ
島
へ
向
い
て

く
る
よ
う
に
な
る
。「
私
在
所
江
定
稼
ニ
被
仰
渡
候
所
、
輪
嶋
海
士
、
猟

業
之
差
障
ニ
相
成
候
由
」
と
、
郡
奉
行
所
に
訴
え
出
た
の
で
あ
）
11
（
る
。
当
時
、

海
士
は
舳
倉
島
で
の
活
動
に
終
始
し
て
お
り
、
遠
く
隔
た
っ
た
七
ツ
島
で

の
胡
獱
猟
が
舳
倉
島
の
漁
に
直
接
的
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
は
考
え
が
た

い
。
肝
煎
の
九
郎
兵
衛
は
「
風
聞
」
と
断
り
な
が
ら
も
、「
御
用
蚫
水
入

之
指
障
り
ニ
相
成
候
与
申
立
、
私
共
稼
を
指
止
メ
、
後
ニ
至
り
候
得
者
、

海
士
共
之
稼
ニ
可
致
手
だ
て
」
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
）
11
（
た
。
そ
し
て
、

そ
の
風
聞
は
、
現
実
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
長
文
の
文

書
で
は
あ
る
が
、
引
用
し
て
お
こ
）
11
（
う
。

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

名
舟
村
之
儀
、
御
高
弐
百
弐
拾
弐
石
、
定
免
七
つ
ニ
而
御
座
候
、
元
来
土

地
悪
敷
御
座
候
処
、
近
在
村
々
よ
り
高
免
ニ
被
為
仰
付
置
、
其
上
宿
次
難

渋
村
ニ
而
御
座
候
得
共
、
往
古
よ
り
舳
倉
嶋
・
七
ツ
嶋
ニ
而
稼
多
有
之
、

其
助
情
を
以
諸
御
納
所
全
相
勤
来
申
候
、
如
此
之
村
振
故
稼
免
有
之
旨
承

伝
申
候
、
然
所
中
古
輪
嶋
居
住
之
海
士
人
、
右
両
嶋
ニ
而
蚫
多
有
之
を
見

立
、
運
上
銀
指
上
稼
仕
度
段
御
願
申
上
候
ニ
付
、
其
段
名
舟
村
江
被
仰
渡
、

御
答
申
上
候
趣
意
者
、
右
両
嶋
之
義
者
名
舟
村
第
一
之
稼
所
ニ
而
御
座
候

得
者
、
海
士
人
入
込
候
而
者
、
諸
御
納
所
方
ニ
指
障
り
迷
惑
仕
候
間
、
御

指
止
被
為
下
候
様
申
上
候
処
、
重
而
海
士
人
よ
り
申
上
候
者
、
私
共
義
者

七
尋
立
よ
り
沖
之
蚫
を
捕
申
義
ニ
而
、
地
元
名
舟
村
之
稼
ニ
者
聊
茂
指
障

り
不
申
段
申
上
、
再
往
御
詮
義
之
上
、
左
候
ハ
ヽ
御
意
次
第
可
奉
畏
段
申
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上
候
ニ
付
、
御
聞
済
之
上
海
士
役
舟
役
銀
拾
三
枚
宛
上
納
仕
、
海
士
人
相

稼
来
申
義
ニ
御
座
候
、
依
之
名
舟
村
嶋
御
役
銀
百
弐
拾
目
之
内
六
拾
目
御

用
捨
被
成
下
、
毎
年
六
拾
目
宛
上
納
仕
、
礒
之
蚫
、
若
和
布
、
い
ご
草
、

指
網
等
之
稼
仕
罷
在
候
処
、
其
後
海
士
人
家
数
次
第
ニ
相
増
候
故
、
定
之

外
稼
ニ
茂
追
々
取
懸
り
、
名
舟
村
之
稼
者
自
然
ト
衰
微
仕
、
村
方
拾
軒
余

茂
退
転
仕
為
躰
ニ
而
、
無
拠
御
歎
申
上
候
所
、
御
詮
義
之
上
正
徳
年
中
初

而
壱
つ
七
歩
年
季
引
免
被
為
仰
付
、
年
限
相
満
申
翌
年
よ
り
一
作
引
免
ニ

被
仰
付
、
夫
よ
り
壱
歩
弐
歩
宛
立
帰
免
ニ
相
成
、
天
明
年
中
ニ
至
年
限
不

極
引
免
ニ
相
成
、
当
時
者
引
免
之
名
目
御
指
除
、
引
免
為
代
御
償
米
被
為

下
候
得
共
、
七
ツ
嶋
胡
獱
稼
、
寛
政
四
年
よ
り
名
舟
村
之
定
稼
ニ
被
為
仰

付
候
故
、
右
潤
色
を
以
村
方
取
続
、
諸
御
納
所
方
全
相
勤
難
有
忝
奉
存
候
、

然
所
寛
政
八
年
以
来
七
ツ
嶋
稼
中
、
右
海
士
人
数
十
人
入
込
邪
魔
を
入
候

故
、
胡
獱
逃
去
甚
迷
惑
仕
候
ニ
付
、
其
節
々
御
断
申
上
候
得
者
、
其
段
海

士
人
江
被
仰
渡
追
日
退
散
者
仕
候
得
共
、
ケ
様
之
節
時
々
御
断
申
上
候
義

茂
、
七
ツ
嶋
之
義
者
地
方
よ
り
海
上
遠
ク
、
彼
是
甚
迷
惑
仕
候
、
既
ニ
其

先
金
丸
村
久
太
夫
等
胡
獱
稼
仕
候
節
茂
、
稼
中
海
士
人
入
込
候
義
者
無
御

座
候
処
、
近
来
如
何
之
了
簡
ニ
御
座
候
哉
、
年
々
数
十
人
入
込
稼
之
邪
魔

を
仕
、
難
義
迷
惑
仕
義
ニ
御
座
候
得
共
、
先
是
迄
押
立
御
断
不
申
上
候
得

共
、
当
四
月
廿
日
夜
、
私
共
在
所
稼
人
居
住
仕
候
み
ぐ
り
や
嶋
江
、
海
士

人
凡
弐
百
人
余
、
舟
弐
拾
艘
計
入
込
申
ニ
付
、
相
咎
候
処
、
和
布
苅
ニ
罷

越
申
旨
申
聞
候
ニ
付
、
稼
中
之
趣
を
申
談
、
退
申
様
ニ
利
を
分
申
入
候
得

共
、
承
引
不
仕
和
布
を
苅
申
与
申
立
、
散
々
ニ
み
ぐ
り
や
嶋
を
罷
出
、

嶋
々
江
上
り
火
を
焼
候
故
、
胡
獱
悉
ク
逃
去
、
必
至
与
稼
茂
指
止
り
難
義

迷
惑
仕
候
、
依
之
段
々
及
懸
合
候
処
、
海
士
人
大
勢
ニ
而
私
共
在
所
之
者

を
手
ご
め
ニ
仕
、
剰
居
小
屋
江
押
入
雑
具
を
投
散
シ
狼
藉
之
仕
形
、
其
上

夫
食
ニ
取
置
申
和
布
を
奪
取
退
申
為
躰
、
彼
是
驚
入
申
仕
合
ニ
御
座
候
、

前
段
申
上
候
通
、
七
ツ
嶋
・
舳
倉
嶋
之
義
ハ
名
舟
村
第
一
之
稼
所
ニ
而
、

御
高
御
免
合
江
拘
り
申
場
所
、
尤
往
古
よ
り
嶋
御
役
銀
茂
上
納
仕
、
其
上

胡
獱
稼
為
御
冥
加
銀
弐
拾
枚
宛
毎
歳
上
納
仕
義
ニ
御
座
候
、
先
年
海
士
人

対
御
上
江
申
立
願
定
之
趣
意
今
更
致
違
失
、
地
元
之
指
障
り
ニ
相
成
申
工
、

左
候
得
者
御
収
納
御
役
銀
茂
全
相
勤
兼
申
様
ニ
成
行
可
申
義
、
私
共
在
所

同
苗
一
統
当
惑
仕
、
何
分
押
立
御
願
申
上
度
旨
相
歎
申
ニ
付
、
無
拠
書
付

を
以
奉
願
上
候
、
前
書
申
上
候
通
引
免
之
義
ハ
、
今
程
過
分
減
免
被
仰
付

候
得
共
、
右
嶋
稼
を
以
村
方
全
取
続
罷
在
申
義
ニ
御
座
候
間
、
何
分
此
段

御
詮
義
之
上
、
稼
中
者
勿
論
前
後
共
、
以
来
海
士
人
七
ツ
嶋
江
者
堅
ク
入

込
不
申
様
被
為
仰
付
可
被
下
候
、
為
其
書
付
を
以
奉
願
上
候
、
以
上

　
　

文
化
三
年
四
月�

名
舟
村
肝
煎

�

九
郎
兵
衛
印

�

同
村
組
合
頭

�

藤　

市
㊞

�

同

�

甚
九
郎
㊞
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�　
　
　
　
　

稲
舟
村

　
　
　
　
　
　
　

藤　

太
殿

　

前
半
部
分
は
、
名
舟
村
の
願
書
に
は
常
套
の
箇
所
で
あ
る
。
舳
倉
島
か

ら
撤
退
に
至
っ
た
経
緯
、
高
免
で
あ
る
た
め
引
免
を
願
っ
て
き
た
こ
と
、

寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
よ
り
七
ツ
島
で
の
胡
獱
猟
が
定
稼
と
な
り
、
何

と
か
村
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
七
ツ
島
へ
海
士
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
寛
政
八
年
以
来
、
数
十
人
ほ
ど
で
の
渡
島
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

し
か
も
、
名
舟
村
が
胡
獱
猟
を
行
っ
て
い
る
最
中
へ
の
立
ち
入
り
で
あ
っ

た
。
も
と
よ
り
、
海
士
も
島
役
を
納
め
て
お
り
、
名
舟
村
で
は
才
許
へ
の

断
り
程
度
に
と
ど
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
の

四
月
二
〇
日
夜
、
和
布
刈
り
と
言
い
「
私
共
在
所
稼
人
居
住
仕
候
み
ぐ
り

や
嶋
江
、
海
士
人
凡
弐
百
人
余
、
舟
弐
拾
艘
計
入
込
」
ん
で
き
た
。
し
か

も
、「
狼
藉
」
を
働
く
始
末
で
あ
っ
た
。
事
こ
こ
に
及
び
、
名
舟
村
で
は

才
許
の
稲
舟
村
藤
太
に
願
書
を
あ
げ
る
に
い
た
る
。
願
い
は
、
七
ツ
島
へ

の
海
士
の
立
ち
入
り
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
同
年
八
月
の
名
舟
村
の
覚
）
11
（
書
に
よ
れ
ば
、
七
ツ
島
で
海
士
が
密

か
に
胡
獱
猟
を
行
っ
て
い
る
「
風
聞
」
も
あ
る
と
い
う
。
風
聞
で
は
あ
る

が
、
皮
は
越
中
へ
売
り
払
い
、
肉
は
光
浦
村
の
谷
間
で
煎
り
油
を
取
っ
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
島
に
は
「
新
キ
胡
獱
之
骨
数
多
」
散

乱
し
て
お
り
、「
決
而
海
士
人
仕
業
ニ
可
有
御
座
」
と
名
舟
村
で
は
確
信

し
て
い
た
。

　

文
化
四
年
、
同
五
年
に
も
、
名
舟
村
は
七
ツ
島
へ
の
海
士
の
立
ち
入
り

を
禁
じ
る
願
い
を
才
許
に
上
げ
て
い
る
。
郡
奉
行
所
で
詮
議
が
行
わ
れ
、

文
化
六
年
二
月
に
な
り
「
和
順
納
得
」
に
至
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
）
11
（
る
。

名
舟
村
与
輪
嶋
海
士
申
分
一
件
和
順
納
得
仕
申
ニ
付
書
付
を
以
申

上
候

一
七
ツ
嶋
稼
方
之
儀
ニ
付
、
去
卯
年
以
来
及
申
分
候
ニ
付
、
段
々
御
詮
儀

之
上
、
去
冬
以
来
内
済
之
儀
被
仰
渡
、
御
取
扱
之
趣
も
御
座
候
得
共
、

双
方
共
納
得
相
調
不
申
ニ
付
、
今
般
金
沢
表
江
両
村
共
御
呼
出
、
段
々

理
解
御
申
渡
、
内
済
之
儀
被
仰
渡
、
奉
得
其
意
候
、
依
而
名
舟
村
ニ
而

ハ
、
八
十
八
夜
よ
り
夏
土
用
入
迄
者　

胡
獱
稼
一
方
ニ
相
稼
可
申
、
海

士
ニ
而
ハ
八
十
八
夜
よ
り
日
数
四
十
日
之
間
者
入
込
相
稼
可
申
段
申
立

居
候
ニ
付
、
御
自
分
様
方
御
立
会
之
上
重
而
被
仰
渡
者
、
右
申
分
弥
表

向
御
才
判
請
申
事
ニ
相
成
候
而
者
、
不
軽
儀
ニ
付
、
御
奉
行
所
よ
り
御

憐
愍
を
以
、
去
冬
以
来
内
済
之
儀
、
御
内
意
被
仰
渡
之
趣
等
被
仰
聞
、

此
上
内
済
相
調
不
申
、
双
方
共
申
募
居
候
而
ハ
、
御
才
判
之
儀
如
何
可

被
仰
渡
哉
、
畢
竟
両
村
共
稼
之
為
ニ
者
相
成
申
間
敷
、
且
奉
対　

御
上

江
可
奉
恐
入
趣
等
訳
而
被
仰
渡
、
何
共
御
難
題
之
儀
可
奉
申
上
様
茂
無

御
座
、
迷
惑
至
極
ニ
奉
存
候
、
然
上
者
稼
方
日
数
、
双
方
共
何
分
用
捨
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致
和
順
仕
候
様
、
打
返
段
々
重
キ
被
仰
渡
之
趣
奉
恐
入
、
仍
而
重
而
御

取
図
之
上
、
左
之
通
内
済
之
儀
被
仰
渡
、
双
方
共
心
服
之
上
和
順
を
以

納
得
仕
申
候

一
名
舟
村
胡
獱
稼
之
儀
者
、
八
十
八
夜
よ
り
日
数
廿
五
日
之
間
者
海
士
入

込
相
稼
、
廿
六
日
目
よ
り
夏
土
用
入
之
日
迄
者
名
舟
村
一
方
ニ
相
稼
可

申
事附

、
胡
獱
稼
仕
候
者
、
土
用
入
之
日
限
り
候
得
共
、
跡
仕
廻
等
も
有

之
、
且
風
波
之
様
子
ニ
よ
り
地
方
江
難
渡
儀
有
之
節
者
、
互
ニ
和
順

を
以
居
小
屋
等
取
仕
廻
仕
可
申
事

一
輪
嶋
海
士
和
布
苅
等
稼
之
儀
者
、
八
十
八
夜
よ
り
日
数
廿
五
日
之
間
者

名
舟
村
与
入
込
相
稼
、
廿
六
日
目
よ
り
夏
土
用
入
之
日
迄
者
、
名
舟
村

胡
獱
稼
一
方
ニ
為
相
稼
、
右
日
数
相
満
候
上
者
海
士
相
稼
可
申
事

附
、
前
段
和
布
苅
等
稼
日
数
廿
五
日
限
り
候
得
共
、
若
和
布
干
立
相

済
不
申
、
且
風
波
之
様
子
ニ
よ
り
、
舳
倉
嶋
江
相
渡
申
儀
指
支
申
節

者
、
互
ニ
和
順
を
以
居
小
屋
等
取
仕
廻
仕
可
申
事

右
之
通
ニ
而
双
方
納
得
仕
候
、
然
上
者
以
来
聊
無
申
分
、
前
段
取
極
候
日

数
之
通
、
互
ニ
和
順
を
以
相
稼
、
右
定
之
趣
急
度
相
守
可
申
候
、
仍
而
双

方
納
得
紙
面
連
印
仕
上
之
申
候
、
以
上

　
　

文
化
六
年
二
月
廿
七
日�

輪
嶋
海
士
肝
煎

�

権
兵
衛
㊞

�

（
他
四
名
略
）

�

名
舟
村
肝
煎

�

十
三
郎
㊞

�

（
他
四
名
略
）

　
　
　
　

鵜
川
村

　
　
　
　
　

喜
三
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
（
他
二
名
略
）

（
裏
書
）

「
表
書
之
通
双
方
令
納
得
候
旨
、
委
曲
承
届
候
条
、
聊
無
違
失
和
順
可
相

稼
者
也

�

中
村
逸
角
㊞

�

高
田
弥
左
衛
門
㊞　

」

　

名
舟
村
は
当
初
、
海
士
の
七
ツ
島
へ
の
全
面
的
な
立
ち
入
り
禁
止
を
願

っ
て
い
た
が
、
こ
の
願
い
は
叶
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
八
十
八
夜
よ
り

夏
土
用
入
迄
者
胡
獱
稼
一
方
ニ
相
稼
可
申
」
と
の
要
求
に
切
り
替
え
て
い

た
。
一
方
海
士
側
は
、
そ
れ
に
対
し
て
「
八
十
八
夜
よ
り
日
数
四
十
日
之

間
者
入
込
相
稼
」
ぎ
た
い
と
の
要
求
を
突
き
つ
け
て
い
た
。
仲
裁
に
入
っ

て
い
た
才
許
人
は
、「
御
算
用
場
江
御
達
御
裁
判
可
被
仰
渡
筈
ニ
候
得
共
、

左
候
而
ハ
誠
ニ
不
容
易
義
」
に
な
る
と
説
得
）
11
（
し
、「
和
順
納
得
」
に
至
っ

た
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。



11（

常民文化研究　第１巻（2022）

名
舟
村
の
胡
獱
稼
ぎ

八
十
八
夜
よ
り
日
数
二
五
日
の
間
は
海
士
と
入
り
込
み

二
六
日
目
よ
り
夏
土
用
入
り
ま
で
は
名
舟
村
一
方

海
士
の
和
布
刈
り
等

八
十
八
夜
よ
り
日
数
二
五
日
の
間
は
名
舟
村
と
入
り
込
み

二
六
日
目
よ
り
夏
土
用
入
り
ま
で
は
名
舟
村
一
方

夏
土
用
入
り
の
翌
日
以
降
は
海
士
一
方

　

海
士
と
の
争
論
は
、
一
旦
解
決
に
至
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
年
の
一
一

月
、
郡
奉
行
所
か
ら
胡
獱
猟
冥
加
銀
二
〇
枚
の
う
ち
一
〇
枚
免
除
の
申
渡

が
あ
っ
）
11
（
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
郡
奉
行
所
が
下
す
に
至
っ
た
背

景
に
は
、
名
舟
村
の
申
上
に
見
え
る
よ
う
に
「
段
々
胡
獱
稼
、
次
第
ニ
う

す
）
1（
（
く
」
な
っ
て
き
た
現
実
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
、「
文
政
年
中
已
来
別

而
不
猟
」
続
き
で
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
に
は
さ
ら
に
半
減
の
「
当

年
ゟ
毎
歳
銀
五
枚
宛
上
納
仕
度
」
と
の
願
い
を
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
い
）
11
（
る
。
し
か
し
一
方
で
、
天
保
一
三
年
の
願
書
で
は
、「
近
年
御
免
合

皆
立
帰
り
七
ツ
ニ
相
成
」
と
述
べ
て
お
り
、
引
免
の
措
置
は
な
く
な
っ
て

い
）
11
（
た
。

　

名
舟
村
と
海
士
と
の
七
ツ
島
を
め
ぐ
る
確
執
は
、
和
順
に
至
っ
た
文
化

六
年
以
降
も
収
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
に
な

る
と
、
海
士
は

八
十
八
夜
ゟ
廿
五
日
之
間
海
士
猟
仕
、
入
梅
よ
り
三
十
日
之
間
名
舟
村
出

猟
仕
、
三
十
日
過
候
得
者
場
所
海
士
江
引
渡
シ
候
様

と
の
主
張
を
し
て
き
）
11
（
た
。
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
の
取
り
決
め
と
は
全

く
相
違
し
、
七
ツ
島
は
さ
も
海
士
の
島
と
い
う
前
提
で
あ
り
、
名
舟
村
に

入
梅
よ
り
三
〇
日
の
間
の
み
立
ち
入
り
を
認
め
る
と
い
っ
た
主
張
で
あ
る
。

海
士
は
こ
の
主
張
に
則
り
七
ツ
島
で
の
漁
業
を
続
け
た
が
、
安
政
四
（
一

八
五
七
）
年
に
至
り
、
文
化
六
年
の
取
極
書
は
所
持
し
て
い
な
い
が
、

「
為
御
見
被
成
候
上
者
、
取
極
之
通
相
心
得
可
申
」
と
、
渋
々
な
が
ら
認

め
て
い
）
11
（
る
。
か
く
て
、
致
し
方
な
く
認
め
た
海
士
だ
け
に
、
以
後
も
七
ツ

島
で
名
舟
村
が
取
極
書
に
従
い
胡
獱
猟
を
行
っ
て
い
る
期
間
へ
の
立
ち
入

り
は
止
ま
る
こ
と
な
く
、
明
治
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
に
加
え
て
「
胡
獱
盗
取
」、
す
な
わ
ち
密
猟
も
横
行
し

て
お
り
、
胡
獱
の
減
少
に
拍
車
を
掛
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
名
舟
村
で

は
、「
近
年
胡
獱
う
す
く
相
成
、
御
冥
加
銀
者
毎
年
上
納
仕
り
候
得
共
、

稼
方
之
義
一
ケ
年
宛
為
淀
相
稼
申
躰
」、
つ
ま
り
一
年
置
き
に
胡
獱
猟
を

行
わ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
な
っ
て
い
る
と
、
天
保
一
〇
年
の
歎
願
書
で

訴
え
て
い
）
11
（
る
。
と
こ
ろ
が
密
猟
は
、
そ
う
し
た
休
猟
期
に
こ
そ
行
わ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
胡
獱
の
生
息
数
の
復
活
を
期

し
て
執
ら
れ
た
折
角
の
休
猟
も
、
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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天
保
一
〇
年
七
月
二
九
日
、「
七
ツ
嶋
ニ
而
胡
獱
盗
取
申
賊
舟
」
を
名

舟
村
の
人
び
と
が
捕
ま
え
）
11
（
た
。
輪
島
崎
村
の
七
三
）
11
（
郎
の
舟
で
、
自
身
と
水

主
一
人
が
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
同
類
の
者
と
し
て
、
海
士
村

勘
六
と
六
兵
衛
の
名
前
が
上
が
っ
た
。
密
猟
は
六
月
の
二
六
日
か
ら
行
わ

れ
て
お
り
、
名
舟
村
の
推
計
で
は
、
七
三
郎
は
胡
獱
二
〇
頭
ほ
ど
、
勘
六

は
四
〇
頭
ほ
ど
も
打
ち
捕
ら
え
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
ば
か

り
で
は
な
い
、

且
又
当
春
私
共
在
所
之
者
共
嶋
廻
り
ニ
指
遣
申
候
処
、
胡
獱
と
う
か
ら
弐

拾
四
御
座
候
ニ
付
、
私
共
在
所
之
者
共
驚
入
段
々
様
子
見
請
候
処
、
海

士
・
輪
嶋
崎
之
者
共
胡
獱
盗
取
申
ニ
相
違
無
御
座
候
得
共
、
慥
ニ
証
拠
取

不
申
故
御
断
も
申
不
上
候

と
述
べ
て
お
り
、
春
に
も
密
猟
の
跡
を
発
見
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
名

舟
村
で
は
、
前
年
の
天
保
九
年
一
〇
月
に
「
輪
嶋
崎
村
和
左
衛
門
、
海
士

村
六
兵
衛
等
胡
獱
盗
取
押
領
仕
ニ
付
、
其
節
御
断
申
上
候
処
、
御
詮
義
之

上
御
咎
被
為
仰
付
置
、
未
タ
御
詮
義
中
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
再
三
に
わ
た

る
密
猟
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
。
こ
の
頃
、
名
舟
村
は
胡
獱
の
保
全
に
も

力
を
傾
け
て
お
り
、
一
年
置
き
の
猟
に
加
え
て
「
女
胡
獱
、
胡
獱
之
子
」

の
捕
獲
を
控
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
海
士
、
輪
島
崎
の
者
は
、
そ
の
「
女

胡
獱
、
胡
獱
之
子
多
く
打
殺
」
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
放

置
し
て
い
て
は
、「
胡
獱
根
絶
」
に
及
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
と
見
て
い
た
。

　

名
舟
村
は
密
猟
を
防
ぐ
た
め
に
「
嶋
廻
り
」
を
行
っ
て
い
た
が
、
な
か

な
か
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
天
保
一
三
年
正
月
に
も
、「
手
負
胡
獱

并
取
骸
等
多
」
く
散
乱
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
）
11
（

た
。

元
来
胡
獱
之
儀
者
女
胡
獱
を
取
あ
ら
し
候
而
者
、
相
集
り
不
申
義
ニ
御
座

候
故
、
女
胡
獱
を
大
切
ニ
相
心
得
、
毎
歳
三
月
頃
迄
胡
獱
多
集
メ
置
、
春

八
十
八
夜
過
ゟ
猟
業
ニ
取
懸
り
申
儀
ニ
御
座
候
を
、
早
春
ニ
他
村
ゟ
密
ニ

相
渡
取
あ
ら
し
候
而
者
、
必
至
与
猟
業
も
仕
兼
難
儀
至
極
仕
居
申
候

　

前
述
の
よ
う
に
、
胡
獱
猟
を
持
続
的
に
行
う
た
め
に
は
雌
胡
獱
の
捕
獲

は
限
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
子
ど
も
を
産
む
時
節
以
後
の
八
十

八
夜
過
ぎ
が
相
応
し
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
年
も
密
猟
は
早
春
に
行
わ

れ
て
い
た
。
し
か
も
、
密
猟
さ
れ
た
胡
獱
の
加
工
・
販
売
ル
ー
ト
も
出
来

て
お
り
、
密
猟
は
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
）
11
（
た
。

当
正
月
下
旬
加
州
三
日
市
村
長
三
郎
与
申
者
胡
獱
之
皮
拾
枚
買
請
、
杉
平

村
七
郎
方
ニ
而
干
皮
ニ
仕
立
、
越
中
今
石
動
町
吉
右
衛
門
・
清
左
衛
門
与

申
者
共
江
売
渡
候
由
、
且
又
二
月
上
旬
頃
加
州
浅
野
村
徳
三
郎
与
申
者
、

胡
獱
之
生
皮
拾
六
枚
、
杉
平
村
七
郎
方
ニ
お
ゐ
て
買
請
、
穴
水
江
指
送
り
、
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同
所
ニ
而
干
皮
ニ
仕
立
、
右
徳
三
郎
兄
浅
野
村
源
兵
衛
方
江
指
遣
シ
、
源

兵
衛
ゟ
今
石
動
町
四
郎
右
衛
門
与
申
者
江
売
渡
候
旨
承
及
申
ニ
付
、
当
月

廿
日
右
徳
三
郎
江
相
尋
及
懸
合
候
所
、
徳
三
郎
申
聞
候
者
、
拾
六
枚
之
皮

買
請
申
儀
者
無
之
、
拾
枚
之
分
者
三
日
市
村
長
三
郎
手
前
ゟ
買
請
、
則
兄

源
兵
衛
方
江
指
遣
申
儀
も
相
違
無
之
候
得
者
、
其
後
誰
方
江
売
渡
候
哉
相

知
不
申
段
申
聞
、
両
度
之
所
怪
敷
取
隠
申
聞
候
得
共
、
何
分
徳
三
郎
与
申

分
も
難
仕
奉
存
候
ニ
付
、
杉
平
村
七
郎
手
前
及
懸
合
申
度
、
同
人
方
江
罷

越
候
所
在
合
不
申
段
家
内
之
者
申
聞
、
尤
毎
度
七
郎
方
ニ
而
胡
獱
之
皮
取

扱
、
御
咎
を
請
申
儀
も
御
座
候
を
、
又
々
前
段
之
仕
合
ニ
御
座
候
得
共
、

七
郎
儀
ハ
留
主
等
申
立
応
対
も
仕
間
敷
与
奉
存
候
、
前
文
申
上
候
通
り
七

ツ
嶋
ニ
而
手
負
、
取
骸
等
も
多
有
之
、
悉
相
あ
ら
し
候
故
、
当
年
胡
獱
稼

必
至
与
指
支
、
御
納
所
等
難
儀
至
極
ニ
而
一
統
迷
惑
仕
、
尚
又
右
様
女
胡

獱
迄
無
遠
慮
取
あ
ら
し
候
而
者
、
来
年
之
稼
方
迄
ニ
も
指
障
申
ニ
付
、
村

方
之
者
共
相
歎
居
申
候
間
、
何
卒
御
慈
悲
を
以
七
郎
手
前
御
詮
儀
被
仰
付
、

右
両
度
分
共
七
郎
方
ニ
而
取
扱
申
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
委
細
同
人
指
加
り

承
知
仕
居
可
申
儀
ニ
御
座
候
間
、
何
分
厳
敷
御
糺
之
上
、
何
れ
ゟ
売
ニ
参

り
買
請
候
哉
、
七
ツ
嶋
へ
相
渡
り
胡
獱
盗
取
候
者
共
御
調
理
被
仰
付
、
以

来
右
様
不
筋
之
儀
不
仕
様
御
詮
儀
被
仰
付
可
被
下
候
、
為
其
紙
面
を
以
御

願
申
上
候

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
胡
獱
の
皮
の
密
売
ル
ー
ト
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

生
皮
の
売
買
人
、
生
皮
の
干
皮
へ
の
加
工
職
人
、
干
皮
の
売
買
人
の
名
前

が
知
ら
れ
、
居
住
地
は
能
登
・
加
賀
・
越
中
に
及
ぶ
。
な
か
で
も
能
州
鳳

至
郡
杉
平
村
の
七
郎
は
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
密
猟
・
密
売
の
全
貌
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
も
「
何
分
厳
敷
御
糺
」
を
名
舟
村
で
は
望
ん
で
い
る
。

　

天
保
期
、
名
舟
村
は
胡
獱
猟
を
め
ぐ
っ
て
、
持
続
的
な
狩
猟
法
を
模
索

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
以
前
は
、
繁
殖
期
を
迎
え
最
も
脂
質
が
豊
富
な

雌
胡
獱
が
狩
猟
の
主
な
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
生
息
数

の
減
少
に
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
雌
胡
獱
、
子
ど
も
の
胡
獱
の
保

護
、
狩
猟
数
の
削
減
は
不
可
避
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
対
策
を
名
舟

村
で
は
講
じ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
一
方
で
そ
の
対
策
を
無
に
帰
す
ほ
ど
の
密

猟
の
横
行
が
あ
っ
た
。

　

寛
政
四
年
、
七
ツ
島
で
の
胡
獱
の
狩
猟
数
は
三
八
二
頭
で
あ
っ
）
1（
（
た
。
七

ツ
島
で
最
後
の
胡
獱
猟
が
確
認
さ
れ
た
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
に
は
、

狩
猟
数
は
九
〇
頭
へ
と
激
減
し
て
い
）
11
（
た
。
そ
の
後
、
能
登
で
胡
獱
猟
は
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。

お
わ
り
に

　

名
舟
海
岸
に
立
ち
日
本
海
を
見
は
る
か
す
と
、
七
ツ
島
の
島
影
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
最
高
標
高
一
二
メ
ー
ト
ル
余
り
の
平
坦
な
島
で

あ
り
、
七
ツ
島
よ
り
遥
か
沖
合
に
位
置
す
る
舳
倉
島
は
、
そ
の
姿
を
見
る
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こ
と
が
で
き
な
い
。
中
世
後
期
以
来
、
名
舟
村
領
と
し
て
存
続
し
て
き
た

両
島
で
あ
る
が
、
現
在
七
ツ
島
は
国
有
地
と
な
り
、
舳
倉
島
は
輪
島
市
海

士
町
の
地
籍
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
は
、
近
世
初
期
に
筑
前
鐘
ケ
崎

か
ら
能
登
へ
移
住
し
て
き
た
海
士
と
名
舟
村
と
の
間
に
、
両
島
を
め
ぐ
る

幾
多
の
攻
防
が
あ
っ
た
。

　

海
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
生
き
た
名
舟
村
の
人
び
と
で
あ
っ
た
が
、
近

世
に
は
陸
地
で
の
定
住
性
を
強
め
、
地
先
に
占
有
の
漁
場
を
持
ち
、
製
塩

の
ほ
か
田
畑
耕
作
に
も
勤
し
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
海
士
の
人
び
と
は
、

陸
地
に
居
住
地
を
得
た
が
、
地
先
に
漁
場
を
有
す
る
こ
と
は
な
く
、
主
に

舳
倉
島
で
の
漁
業
に
生
活
の
基
盤
を
置
い
て
い
た
。
海
に
生
き
た
人
び
と

の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
が
遊
動
性
に
あ
る
と
し
た
な
ら
、
海
士
の
人
び
と

は
今
日
に
い
た
る
も
島
渡
を
続
け
て
お
り
、
ま
さ
に
「
海
の
民
」
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
陸
地
で
の
定
住
性
を
強
め
て
い
る
名
舟
村
の
人

び
と
に
と
っ
て
、
舳
倉
島
に
生
活
の
糧
を
求
め
つ
つ
も
、
海
士
の
人
び
と

に
対
抗
し
な
が
ら
島
渡
を
続
け
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
現
在
の
両
島
の
あ
り
方
が
、
そ
の
結
果
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

名
舟
村
の
人
び
と
は
、
舳
倉
島
か
ら
撤
退
し
て
以
降
は
、
七
ツ
島
で
の

胡
獱
猟
に
活
路
を
見
出
し
た
。
胡
獱
は
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
の
能
登
で
の
呼
び

名
で
あ
り
、
舳
倉
島
で
は
弥
生
の
昔
か
ら
狩
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
名
舟
村
で
取
り
組
ん
だ
の
は
寛
延
年
中
か
ら
で
、
簎
を

用
い
て
の
狩
猟
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
遠
く
石
槍
を
用
い
て
い
た
弥
生

時
代
以
来
の
狩
猟
法
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
天

明
期
に
い
た
り
、
鉄
炮
を
用
い
て
胡
獱
猟
を
行
う
猟
師
が
七
ツ
島
に
現
れ

た
。
お
そ
ら
く
、
彼
ら
の
背
後
に
は
商
人
資
本
が
蠢
い
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、
冥
加
銀
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
加
賀
藩
の
許
可
も
得
て
い

た
。
名
舟
村
の
人
び
と
が
選
ん
だ
途
は
、
自
ら
も
鉄
炮
を
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
果
は
名
舟
村
に
よ
る
七
ツ
島
で
の

定
稼
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
鉄
炮
を
用
い
て
の
狩
猟
に
よ
っ
て

ア
シ
カ
の
生
息
数
の
減
少
と
い
う
事
態
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

そ
れ
に
密
猟
も
加
わ
っ
た
。
七
ツ
島
で
の
ア
シ
カ
の
繁
殖
を
盛
ん
に
す
る

た
め
の
方
策
も
講
じ
ら
れ
る
が
、
密
猟
が
そ
れ
を
無
に
帰
し
て
し
ま
う
よ

う
な
側
面
も
生
じ
て
い
た
。

　

明
治
一
七
年
は
、
七
ツ
島
に
お
い
て
胡
獱
猟
が
確
認
さ
れ
た
最
後
の
年

で
あ
る
。
現
在
、
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
は
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
、
特
に
絶

滅
の
危
機
が
高
い
「
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
生
物
が

絶
滅
に
至
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
が
複
合
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
ニ
ホ

ン
ア
シ
カ
の
場
合
は
主
に
乱
獲
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
11
（
る
。

　

先
に
、
近
世
の
伊
豆
半
島
に
生
き
た
人
び
と
が
、
身
近
な
自
然
の
海
や

山
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
暮
ら
し
を
立
て
て
い
た
か
を
問
い
、
次
の
よ

う
に
結
論
づ
け
）
11
（
た
。
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近
世
は
自
然
と
文
明
が
何
と
か
折
り
合
い
を
つ
け
て
存
続
し
て
い
た
時
代
、

神
と
人
と
が
不
安
定
な
が
ら
も
共
生
し
て
い
た
時
代
と
し
て
評
価
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

果
た
し
て
こ
の
結
論
は
、
能
登
半
島
に
お
け
る
孤
島
と
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ

を
め
ぐ
る
攻
防
に
も
適
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
定
住
性
を
強
め
た
海
び
と

と
、
遊
動
性
を
保
持
し
海
民
の
魂
を
内
に
秘
め
る
海
び
と
と
の
不
幸
な
対

立
。
一
方
、
商
人
資
本
と
結
託
し
乱
獲
を
も
厭
わ
な
い
海
び
と
、
密
猟
に

手
を
染
め
る
海
び
と
と
、
簎
か
ら
鉄
炮
に
狩
猟
法
を
変
え
な
が
ら
も
海
の

生
き
物
の
保
全
を
模
索
す
る
海
び
と
と
の
生
活
を
賭
し
た
対
立
。
た
し
か

に
時
代
は
文
明
化
、
近
代
化
へ
と
歩
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
全

て
良
し
と
す
る
時
代
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
に
、

近
世
の
文
明
史
的
位
置
を
評
価
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た

だ
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
海
に
生
き
る
人
び
と
の
必
死
と
も
い
え

る
暮
ら
し
の
有
り
様
に
、
加
賀
藩
は
一
体
ど
の
よ
う
に
応
え
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
冥
加
銀
の
徴
収
で
事
足
り
る
と
は
、
よ
も
や
思
っ

て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

名
舟
の
氏
神
白
山
神
社
の
鳥
居
は
海
に
立
ち
、
海
か
ら
神
を
迎
え
、
海

に
神
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
祭
礼
に
御
陣
乗
太
鼓
が
奉
納
さ
れ
る
。
奇
怪

な
仮
面
を
つ
け
た
男
た
ち
が
、
神
の
送
迎
の
た
め
に
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
は

鬼
気
迫
る
も
の
が
あ
る
。
海
に
生
き
る
人
び
と
の
喜
び
や
悲
し
み
。
生
き

物
の
命
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
人
び

と
の
祈
り
、
叫
び
。
そ
し
て
、
海
で
命
を
落
と
し
た
人
び
と
に
対
す
る
慟

哭
と
慰
霊
、
鎮
魂
。
御
陣
乗
太
鼓
の
響
き
は
、
名
舟
の
人
び
と
が
歩
ん
で

き
た
歴
史
の
重
さ
を
、
海
鳴
り
の
よ
う
に
轟
か
せ
る
。

付
記

「
名
舟
区
有
文
書
」
の
採
訪
に
当
た
っ
て
は
、
元
輪
島
市
教
育
委
員
会
砂
上
正

夫
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
1
）
フ
ォ
ス
コ
・
マ
ラ
イ
ー
ニ
著
・
牧
野
文
子
訳
の
書
は
、『
海
女
の
島
《
舳
倉

島
》』（
未
來
社
、
一
九
六
四
年
一
〇
月
）
と
題
す
る
。

（
2
）
石
川
県
輪
島
市
教
育
委
員
会
編
『
舳
倉
島
・
七
ツ
島
（
大
島
）
遺
跡
詳
細
分
布

調
査
報
告
書
』（
石
川
県
輪
島
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
三
月
）、
小
嶋
芳

孝
「
舳
倉
島
と
能
登
―
考
古
学
か
ら
み
た
海
民
の
歴
史
―
」（『
日
本
海
と
北
国

文
化
』
海
と
列
島
文
化
第
一
巻
、
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
七
月
）
参
照
。

（
（
）
同
前
書
、
参
照
。

（
（
）
筆
者
の
郷
里
で
あ
る
石
川
県
珠
洲
市
三
崎
町
寺
家
下
出
地
区
の
磯
近
く
の
海
上

に
、「
ト
ド
場
」
と
呼
ば
れ
る
岩
場
が
あ
る
。

（
（
）
一
九
九
七
年
上
映
。

（
（
）
網
野
善
彦
談
「「
自
然
」
と
「
人
間
」、
二
つ
の
聖
地
が
衝
突
す
る
悲
劇
」（
株

式
会
社
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ャ
ン
プ
編
『
宮
崎
駿
監
督
作
品　

も
の
の
け
姫
』
東
宝
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株
式
会
社
、
一
九
九
七
年
七
月
）。

（
（
）
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
は
、
日
本
列
島
周
辺
か
ら
日
本
海
全
域
、
サ
ハ
リ
ン
南
部
か
ら

千
島
列
島
沿
岸
に
生
息
し
た
。
し
か
し
、
骨
が
縄
文
遺
跡
か
ら
も
発
見
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
遥
か
昔
か
ら
生
息
し
た
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
が
、
一
九
七
五
年
の
竹
島

で
の
目
撃
情
報
を
最
後
に
、
現
在
に
い
た
る
も
確
か
な
目
撃
例
が
な
く
な
っ
て

い
る
。
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
は
、
過
去
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
生
息
情
報
が

な
い
も
の
を
「
絶
滅
」
と
評
価
す
る
た
め
、
四
七
年
間
目
撃
情
報
が
な
い
現
時

点
で
は
、
特
に
絶
滅
の
危
機
が
高
い
「
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
」
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。
一
方
、
I
U
C
N
（
国
際
自
然
保
護
連
合
）
で
は
「
絶
滅
」
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。
最
後
の
目
撃
の
確
か
な
記
録
を
、
一
九
五
一
年
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
磯
野
岳
臣
「
日
本
で
出
会
え
た
は
ず
の
鰭
脚
類
、
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
」

（
田
島
木
綿
子
・
田
中
格
総
監
修
『
海
生
哺
乳
類
大
全
』
緑
書
房
、
二
〇
二
一

年
三
月
）、
水
口
博
也
編
著
『
世
界
で
一
番
美
し
い
ア
シ
カ
・
ア
ザ
ラ
シ
図
鑑
』

（
創
元
社
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
）
参
照
。

（
（
）
網
野
善
彦
『
蒙
古
襲
来
』（『
日
本
の
歴
史
』
第
一
〇
巻
、
小
学
館
、
一
九
七
四

年
九
月
。
の
ち
に
『
網
野
善
彦
著
作
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年

一
一
月
に
収
録
）。

（
9
）
こ
こ
で
は
「
文
明
」
を
、
網
野
善
彦
の
研
究
な
ど
を
参
考
に
し
た
う
え
で
、

「
自
然
と
対
峙
す
る
人
間
の
営
み
の
所
産
」
と
捉
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
広

辞
苑
』
第
七
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
一
月
）
は
「
文
明
」
の
意
味
す
る

も
の
の
一
つ
と
し
て
、「
宗
教
・
道
徳
・
学
芸
な
ど
の
精
神
的
所
産
と
し
て
の

狭
義
の
文
化
に
対
し
て
、
人
間
の
外
的
活
動
に
よ
る
技
術
的
・
物
質
的
所
産
」

と
説
明
す
る
。

（
10
）
七
ツ
島
で
の
胡
獱
猟
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
2
）
で
取
り
上
げ
た
文
献
の
ほ

か
、
長
山
直
治
「
第
四
章
第
三
節�

水
産
業
の
発
達
」（
輪
島
市
史
編
纂
専
門
委

員
会
編
『
輪
島
市
史
』
石
川
県
輪
島
市
役
所
、
一
九
七
六
年
二
月
）、
左
古
隆

「
名
舟
区
有
文
書
解
題
」（
輪
島
市
教
育
委
員
会
編
『
名
舟
区
有
文
書　

濵
高
家

文
書
目
録
』
輪
島
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
等
で
考
察
さ
れ
て
い

る
。

（
11
）
筑
前
国
鐘
ケ
崎
海
士
の
「
海
士
」
表
記
は
、
史
料
上
の
表
記
に
従
っ
た
も
の
で

あ
る
。

（
12
）
能
登
に
定
住
し
た
筑
前
国
鐘
ケ
崎
海
士
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
1
）・
注

（
2
）・
注
（
10
）
に
掲
載
し
た
文
献
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
た
く
さ

ん
の
文
献
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
能
登　

一
九
五
四
年
』（
岩

波
写
真
文
庫
、
一
九
五
四
年
一
二
月
初
版
、
一
九
八
八
年
二
月
復
刻
）、
九
学

会
連
合
能
登
調
査
委
員
会
編
『
能
登　

自
然
・
文
化
・
社
会
』（
平
凡
社
、
一

九
五
五
年
一
二
月
初
版
、
一
九
八
九
年
八
月
復
刊
）、
羽
原
又
吉
『
漂
海
民
』

（
岩
波
新
書
、
一
九
六
三
年
一
一
月
）、
宮
本
常
一
『
海
に
生
き
る
人
び
と
』

（
未
來
社
、
一
九
六
四
年
八
月
）
な
ど
。

（
1（
）
考
古
学
上
の
研
究
成
果
は
、
前
掲
注
（
2
）
参
照
。

（
1（
）
小
嶋
芳
孝
「
舳
倉
島
と
能
登
―
考
古
学
か
ら
み
た
海
民
の
歴
史
―
」（
前
掲
注

（
2
））
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
行
わ
れ
た
舳
倉
島
の
ア
シ
カ
猟
が
、
能
登
一

宮
で
あ
る
「
気
多
神
社
の
海
洋
祭
祀
の
中
で
使
用
さ
れ
る
海
驢
皮
の
需
要
に
こ

た
え
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
海
驢
と
は
、

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
「
天
孫
系
の
神
の
座
る
敷
物
」
と
し
て
登
場

す
る
ア
シ
カ
の
呼
び
名
で
あ
る
。
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（
1（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｄ
村
②
嶋
稼
六
〇
（
以
下
で
は
、
Ｄ-

六
〇
と
略
す
）、
延

享
四
年
七
月
一
五
日
「
覚
」
で
は
、
七
ツ
島
の
名
称
を
「
大
嶋
、
か
り
又
嶋
、

り
う
嶋
、
あ
ら
み
こ
嶋
、
こ
し
き
嶋
、
赤
嶋
、
み
く
り
や
嶋
」
と
し
て
お
り
、

烏
帽
子
島
が
見
え
な
い
。
安
永
六
（
一
七
七
七
）
年
の
序
を
持
つ
太
田
頼
資
著

『
能
登
名
跡
志
』（
石
川
県
図
書
館
協
会
、
一
九
三
一
年
八
月
）
は
、「
こ
し
き

島
は
、
海
士
は
烏
帽
子
島
と
云
」
と
記
し
て
い
る
。

（
1（
）
前
掲
注
（
2
）
参
照
。

（
1（
）
佐
竹
昭
広
他
校
注
『
万
葉
集
』（
五
）（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
三
月
）。

（
1（
）
池
上
洵
一
編
『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
部
下
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）。

（
19
）
浅
香
年
木
『
古
代
地
域
史
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
八
年
三
月
）

参
照
。

（
20
）
和
嶋
俊
二
「
第
三
章
第
四
節�

郷
村
の
成
立
と
真
宗
の
普
及
」（
輪
島
市
史
編
纂

専
門
委
員
会
編
『
輪
島
市
史
』
石
川
県
輪
島
市
役
所
、
一
九
七
六
年
二
月
）
参

照
。

（
21
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｃ-

九
、
明
暦
二
年
八
月
朔
日
「
能
州
鳳
至
郡
名
舟
村
物
成

之
事
」。

（
22
）
同
右
Ｃ-

一
〇
、
寛
文
一
〇
年
九
月
七
日
「
能
州
鳳
至
郡
名
舟
村
物
成
之
事
」。

（
2（
）
例
え
ば
、
同
右
Ｃ-

七
九
、
天
明
三
年
「
書
付
を
以
奉
願
上
候
」
に
は
、「
私
共

在
所
草
高
弐
百
弐
拾
弐
石
、
定
免
七
つ
ニ
御
座
候
、
元
来
近
在
村
々
よ
り
高
免

之
儀
者
、
私
共
在
所
領
舳
倉
嶋
・
七
つ
嶋
両
嶋
ニ
、
先
年
ハ
若
和
布
・
い
こ

草
・
蚫
・
あ
こ
之
魚
等
多
捕
揚
、
御
領
国
者
勿
論
越
前
・
越
後
等
迄
積
廻
売
買

仕
過
分
之
稼
仕
ニ
付
、
御
収
納
・
諸
役
銀
等
全
相
勤
来
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
2（
）「
里
町
上
梶
太
郎
左
衛
門
家
文
書
」
一
の
一
、「
寛
永
四
年
分　

名
舟
組
御
納
所

仕
候
通
書
付
指
上
申
御
事
」（
輪
島
市
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
『
輪
島
市
史
』

資
料
編
第
一
巻
、
石
川
県
輪
島
市
役
所
、
一
九
七
一
年
一
一
月
、
所
収
）。

（
2（
）
同
右
一
の
四
、「
寛
永
四
年
～
一
二
年　

小
物
成
万
事
指
上
申
帳
」（
同
前
書
、

所
収
）。

（
2（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｄ-

五
三
、
寛
文
一
〇
年
九
月
七
日
「
能
州
鳳
至
郡
舳
倉
嶋

七
嶋
海
士
役
并
舟
役
」。
銀
の
換
算
は
、
田
川
捷
一
編
著
『
加
越
能
近
世
史
研

究
必
携
』（
北
國
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
八
月
）
に
よ
る
。

（
2（
）「
石
山
本
願
寺
日
記
」（
輪
島
市
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
『
輪
島
市
史
』
資
料
編

第
三
巻
、
石
川
県
輪
島
市
役
所
、
一
九
七
四
年
三
月
、
所
収
）。

（
2（
）「
証
如
上
人
書
札
案
」（
同
前
書
、
所
収
）。

（
29
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

八
、
寛
永
八
年
二
月
晦
日
「
請
取
嶋
の
り
之
事
」。

（
（0
）
同
右
Ｉ-

一
三
、
延
宝
二
年
七
月
一
九
日
「
就
御
尋
申
上
候
」。

（
（1
）
同
右
Ｉ-

一
七
、
天
和
四
年
三
月
「
乍
恐
申
上
候
」。

（
（2
）
同
右
Ｉ-

八
二
、
延
享
三
年
一
二
月
晦
日
「
嶋
行
水
子
共
諸
縮
方
書
付
之
覚
」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
三
八
、
寅
（
文
化
三
年
）
八
月
「（
舳
倉
島
・
七
ツ
島
両
島
に
つ
き

覚
書
）」。

（
（（
）
宮
本
常
一
『
海
に
生
き
る
人
び
と
』（
未
來
社
、
一
九
六
四
年
八
月
）
参
照
。

（
（（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｄ-

五
三
、
慶
安
二
年
一
〇
月
一
六
日
「
乍
恐
海
士
又
兵
衛

申
上
候
」。
能
登
へ
の
海
士
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
森
田
柹
園
『
能
登
志
徴
』

に
「
舳
倉
島
旧
記
に
云
、
能
登
国
鳳
至
郡
輪
島
海
士
の
濫
觴
を
原
ぬ
る
に
、
人

皇
百
十
一
代
正
親
町
院
天
皇
御
宇
、
永
禄
十
二
年
己
巳
年
よ
り
有
知
人
、
始
て

筑
前
国
上
座
郡
金
ケ
崎
の
漁
人
、
能
登
国
羽
咋
郡
赤
住
村
・
鳳
至
郡
吉
浦
村
・
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皆
月
村
へ
漁
業
と
し
て
春
季
来
り
、
秋
季
帰
帆
す
る
事
連
年
也
」
と
記
さ
れ
、

永
禄
一
二
（
一
五
六
九
）
年
を
嚆
矢
と
す
る
。
し
か
し
、
長
山
直
治
「
第
四
章

第
三
節�

水
産
業
の
発
達
」（
前
掲
注
（
10
））
に
よ
れ
ば
、「
舳
倉
島
旧
記
」
の

所
在
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
記
事
の
信
憑
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
同
右
Ｄ-

五
六
、
貞
享
五
年
二
月
一
一
日
「
乍
恐
返
答
申
上
候
」。

（
（（
）
長
山
直
治
「
第
四
章
第
三
節�

水
産
業
の
発
達
」（
前
掲
注
（
10
））
参
照
。

（
（（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｄ-
五
四
、
貞
享
五
年
二
月
八
日
「
乍
恐
申
上
候
」。

（
（9
）
同
右
Ｄ-

五
六
、
貞
享
五
年
二
月
一
一
日
「
乍
恐
返
答
申
上
候
」。

（
（0
）
同
前
史
料
。

（
（1
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｄ-

五
五
、
貞
享
五
年
三
月
一
六
日
「
乍
恐
申
上
候
」。

（
（2
）
同
右
Ｄ-

五
七
、
元
禄
一
五
年
「
乍
恐
申
上
候
」。

（
（（
）
同
右
Ｄ-

五
八
、
享
保
一
三
年
「
名
舟
村
之
事
」。

（
（（
）
同
右
Ｃ-

一
二
、
正
徳
三
年
「
乍
恐
申
上
候
」。

（
（（
）
同
右
Ｃ-

九
〇
、
天
保
六
年
六
月
「
書
附
を
以
奉
願
上
候
」。

（
（（
）
左
古
隆
「
名
舟
区
有
文
書
解
題
」（
前
掲
注
（
10
））
参
照
。
左
古
は
「
北
日
本

は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
寒
冷
気
候
だ
っ
た
と
さ
れ

る
こ
と
か
ら
ト
ド
の
可
能
性
も
あ
り
」
と
、
要
検
討
と
し
て
い
る
。

（
（（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
〇
六
、
天
明
八
年
三
月
「
書
付
ヲ
以
御
願
申
上
候
」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
一
五
、
寛
政
二
年
六
月
「（
胡
獱
猟
指
留
請
書
）」
ほ
か
。

（
（9
）
同
右
Ｉ-

一
一
一
、
寛
政
元
年
三
月
「
乍
恐
紙
面
を
以
奉
願
上
候
」。

（
（0
）
同
前
史
料
。

（
（1
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
〇
五
、
天
明
八
年
三
月
「
書
付
を
以
御
願
申
上
候
」。

（
（2
）
同
右
Ｉ-

一
一
一
、
寛
政
元
年
三
月
「
乍
恐
紙
面
を
以
奉
願
上
候
」。
簎
は
縄

文
・
弥
生
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た
石
槍
同
様
に
手
の
延
長
に
と
ど
ま
る
漁
具

で
、
一
人
の
人
間
が
一
匹
の
生
き
物
と
対
峙
す
る
漁
具
と
も
い
え
よ
う
。

（
（（
）
同
前
史
料
。
鉄
炮
は
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
多
数
の
生
き
物
を
仕
留
め
る
こ
と

が
で
き
る
、
ま
さ
に
文
明
の
利
器
と
い
え
よ
う
。『
日
本
歴
史
大
事
典
』（
小
学

館
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
は
「
鉄
炮
」
の
項
目
で
、「
戦
い
の
な
い
江
戸
時
代

に
な
る
と
、
鉄
炮
は
も
っ
ぱ
ら
狩
猟
と
射
撃
に
用
い
ら
れ
、
い
か
に
標
的
に
当

て
る
か
、
ど
れ
だ
け
早
く
数
打
が
で
き
る
か
が
競
わ
れ
た
」
と
解
説
す
る
。
技

術
の
改
良
も
、
そ
う
し
た
方
向
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）
同
前
史
料
。

（
（（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
一
〇
、
天
明
八
年
「（
胡
獱
稼
連
判
状
）」、
Ｉ-

一
一

三
、
寛
政
元
年　
「
七
ツ
嶋
胡
獱
稼
之
義
ニ
付
覚
書
を
以
申
上
候
」
か
ら
判
明

す
る
限
り
で
、
名
舟
村
内
に
お
け
る
胡
獱
猟
へ
の
取
組
方
に
つ
い
て
見
て
お
こ

う
。
天
明
六
年
暮
の
年
貢
方
寄
合
の
時
、
翌
七
年
の
「
嶋
稼
」
に
つ
い
て
話
し

合
い
が
持
た
れ
、「
在
所
望
之
者
共
江
下
」
す
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
も
と
よ
り
、

七
ツ
島
で
の
稼
ぎ
の
中
心
は
胡
獱
猟
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
天
明
七
年
は
、
在
所

百
姓
八
〇
人
ほ
ど
の
う
ち
、
望
み
人
二
〇
人
で
島
稼
ぎ
が
行
わ
れ
、「
地
賃
」

と
し
て
銭
八
〇
貫
文
が
村
に
支
払
わ
れ
た
。
こ
の
年
一
一
月
の
年
貢
方
寄
合
に

は
、
翌
八
年
の
島
稼
が
相
談
さ
れ
た
。
在
所
百
姓
八
〇
人
ほ
ど
の
う
ち
、
天
明

七
年
の
稼
ぎ
人
二
〇
人
を
除
い
た
五
八
人
の
者
は
、
八
年
よ
り
三
年
間
の
稼
ぎ

を
要
求
し
た
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
結
局
は
両
者
の
意
見
の
中
間
を
と
り
、

五
八
人
の
者
は
二
年
間
稼
ぎ
、
三
年
目
か
ら
は
「
村
方
一
統
稼
」
に
決
ま
っ
た
。

な
お
、
七
ツ
島
の
う
ち
三
島
に
は
巣
鷹
が
あ
り
、
上
坂
村
助
な
る
人
物
が
管
理

し
て
い
た
。
ま
た
、
長
山
直
治
「
第
四
章
第
三
節�

水
産
業
の
発
達
」（
前
掲
注
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（
10
））
に
よ
れ
ば
、
島
稼
は
村
民
の
面
当
た
り
の
権
利
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

権
利
が
質
入
れ
さ
れ
た
り
年
季
売
り
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ
る
。

（
（（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
三
五
、（
天
明
八
年
）「
覚
書
」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-
一
〇
九
、
天
明
八
年
四
月
「
書
付
を
以
申
上
候
」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
一
一
、
寛
政
元
年
三
月
「
乍
恐
紙
面
を
以
奉
願
上
候
」。

（
（9
）
同
右
Ｉ-

一
一
四
、（
寛
政
二
年
）
三
月
二
四
日
「
胡
獱
猟
指
留
申
渡
」。

（
（0
）
同
右
Ｉ-

一
一
五
、
寛
政
二
年
六
月
「（
胡
獱
猟
指
留
請
書
）」。

（
（1
）
同
右
Ｉ-

一
一
六
、
寛
政
三
年
正
月
四
日
「
口
上
書
を
以
御
願
申
上
候
」。

（
（2
）
同
前
史
料
。

（
（（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
一
七
、
寛
政
三
年
三
月
六
日
「（
胡
獱
稼
に
つ
き
申

上
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
一
八
、
寛
政
三
年
五
月
一
八
日
「
就
御
詮
義
申
上
候
」。
こ
の
史
料

で
は
、「
ゑ
ぼ
し
嶋
」
の
名
前
が
確
認
さ
れ
る
。

（
（（
）
同
前
史
料
。

（
（（
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
二
八
、
寛
政
三
年
九
月
二
日
「（
宥
免
請
書
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
三
〇
、
子
二
月
廿
日
「（
定
稼
申
渡
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
三
四
、
五
月
一
六
日
「（
牧
村
新
左
衛
門
書
状
）」。

（
（9
）
小
嶋
芳
孝
「
舳
倉
島
と
能
登
―
考
古
学
か
ら
み
た
海
民
の
歴
史
―
」（
前
掲
注

（
2
））
に
よ
れ
ば
、
金
沢
の
商
人
鶴
屋
太
兵
衛
ら
が
払
底
し
た
菜
種
油
の
代
用

に
ト
ド
油
を
用
い
る
た
め
、
金
沢
町
奉
行
所
に
対
し
て
、
能
登
の
郡
奉
行
が
名

舟
村
に
胡
獱
猟
を
許
可
す
る
よ
う
に
斡
旋
を
願
い
出
て
い
た
と
い
う
。

（
（0
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
三
二
、
寛
政
四
年
五
月
「
覚
」。

（
（1
）
同
右
Ｉ-

一
八
八
、
寛
政
八
年
八
月
改
「
覚
」。

（
（2
）
天
保
九
年
に
著
さ
れ
た
北
村
穀
実
の
『
能
登
国
採
魚
図
絵
』
は
、「
胡
獱
打
」

の
項
目
を
立
て
、
名
舟
村
の
胡
獱
猟
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

と
ゝ
は
、
入
梅
中
七
ツ
島
へ
上
る
也
。
其
頃
、
名
舟
村
よ
り
狩
人
と
も
渡
、

鉄
炮
に
打
也
。
少
し
に
て
も
高
み
へ
せ
り
合
上
る
も
の
に
て
、
島
の
絶
頂
へ

上
る
を
、
鉄
炮
に
打
ハ
こ
ろ
か
り
お
つ
る
と
、
次
の
と
ゝ
、
又
其
所
へ
上
る

也
。
鉄
炮
に
臆
せ
ぬ
も
の
に
て
、
頭
に
居
候
胡
獱
打
落
さ
れ
候
へ
ハ
、
次
に

頭
へ
上
り
追
々
打
る
ゝ
也
。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
三
五
、（
天
明
八
年
）「
覚
書
」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
五
六
、
子
（
寛
政
四
年
）
一
〇
月
八
日
「（
御
尋
に
つ
き
覚
書
を
以

て
御
答
申
上
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
五
七
、
丑
（
寛
政
五
年
）
正
月
「（
御
内
分
御
尋
に
つ
き
覚
書
を
以

て
御
答
申
上
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
三
七
、
文
化
三
年
四
月
「
乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
三
八
、
寅
（
文
化
三
年
）
八
月
「（
海
士
七
ツ
島
入
込
に
つ
き
覚
書

を
以
て
申
上
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
四
二
、
文
化
六
年
二
月
二
七
日
「
名
舟
村
与
輪
嶋
海
士
申
分
一
件

和
順
納
得
仕
申
ニ
付
書
付
を
以
申
上
候
」。

（
（9
）
同
右
Ｉ-

一
四
二
、
文
化
六
年
二
月
二
七
日
「（
鵜
川
村
喜
三
兵
衛
等
申
上
）」。

（
（0
）
同
右
Ｉ-

一
四
三
、
巳
（
文
化
六
年
）
一
一
月
「（
冥
加
銀
用
捨
申
渡
）」。

（
（1
）
同
右
Ｉ-

一
四
四
、
文
化
八
年
五
月
朔
日
「
今
般
御
尋
ニ
付
申
上
候
覚
書
」。

（
（2
）
同
右
Ｉ-

一
四
五
、
天
保
二
年
一
〇
月
「（
冥
加
銀
五
枚
上
納
願
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
五
〇
、
天
保
一
三
年
一
〇
月
「
書
付
を
以
奉
願
上
候
」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
五
一
、
嘉
永
二
年
一
二
月
「（
七
ツ
島
稼
に
つ
き
申
上
）」。
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（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
五
三
、
安
政
四
年
四
月
一
四
日
「（
七
ツ
島
稼
に
つ
き
請
書
）」。

（
（（
）
同
右
Ｉ-

一
四
七
、
天
保
一
〇
年
七
月
「
書
附
ヲ
以
御
歎
申
上
候
」。

（
（（
）
同
前
史
料
。

（
（（
）
文
書
で
は
、
名
前
の
「
七
」
以
下
は
破
い
て
あ
る
が
、
一
か
所
破
り
損
ね
「
七

三
郎
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
史
料
で
は
「
七
郎
左
衛
門
」
と
も
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
七
三
郎
」
と
し
た
。

（
（9
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-
一
五
〇
、
天
保
一
三
年
一
〇
月
「
書
付
を
以
奉
願
上

候
」。

（
90
）
同
前
史
料
。
と
こ
ろ
で
、
胡
獱
の
解
体
作
業
は
、
お
そ
ら
く
名
舟
村
で
も
密
猟

の
場
合
で
も
狩
猟
人
自
身
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
作
業
は
、
皮
を
剝
ぎ
、
脂
肪
を
煮
沸
し
て
油
を
抽
出
し
、
残
滓
を
肥
料
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
ら
の
品
々
が
、
そ
の
後
い
か
な
る
職

人
や
商
人
等
の
手
を
経
て
加
工
、
商
品
と
し
て
流
通
・
売
買
さ
れ
て
い
た
か
に

つ
い
て
は
明
確
に
し
え
な
い
。
先
に
金
沢
商
人
の
関
与
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
密
猟
の
ケ
ー
ス
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
点
に
一
定
の
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、「
皮
多
」
と
呼
ば
れ
た
人
び
と
が
居
住
し

た
浅
野
村
や
三
日
市
村
の
人
び
と
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
る
。

田
中
喜
男
編
『
加
賀
藩
被
差
別
部
落
史
研
究
』（
明
石
書
店
、
一
九
八
六
年
八

月
）
参
照
。
田
上
繁
「
熊
野
灘
の
古
式
捕
鯨
組
織
―
太
地
・
古
座
両
浦
を
中
心

と
し
て
―
」（『
伊
勢
と
熊
野
の
海
』
海
と
列
島
文
化
第
八
巻
、
小
学
館
、
一
九

九
二
年
一
月
）
は
、
鯨
の
解
体
の
場
合
で
は
あ
る
が
「
穢
多
」
と
呼
ば
れ
た
人

び
と
が
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
海
棲
と
は
い
え
鯨
が
哺
乳
動
物
で
あ

る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
91
）「
名
舟
区
有
文
書
」
Ｉ-

一
三
二
、
寛
政
四
年
五
月
「
覚
」。

（
92
）
左
古
隆
「
第
七
章　

七
ツ
島
の
近
世
胡
獱
猟
」（『
舳
倉
島
・
七
ツ
島
（
大
島
）　

遺
跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書
』（
前
掲
注
（
２
））
参
照
。

（
9（
）
磯
野
岳
臣
「
日
本
で
出
会
え
た
は
ず
の
鰭
脚
類
、
ニ
ホ
ン
ア
シ
カ
」（
前
掲
注

（
７
））
参
照
。

（
9（
）
拙
稿
「
第
四
章�

海
村　

第
五
章�

漁
業
と
海
域
社
会　

第
六
章�

山
野
」（
伊
東

市
史
編
集
委
員
会
・
伊
東
市
教
育
委
員
会
編
『
伊
東
市
史
通
史
編　

伊
東
の
歴

史
Ⅱ
〈
江
戸
時
代
〉』
伊
東
市
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
参
照
。
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People Living with the Sea and Sea Creatures:   
Nafune Village, Noto Province since the Edo Period

IZUMI Masahiro

Off the coast of Wajima City, a town at the tip of the Noto Peninsula, are is-
lands called Nanatsujima and Hegurajima. Hegurajima, widely known as “the 
island of divers,” was already inhabited by people in the Yayoi period. It is 
known that people were also active from early on in Nanatsujima, which is on 
the way to Hegurajima. The greatest motivation for people to go to Hegurashi-
ma from as far back as the Yayoi period was to hunt Japanese sea lions. In 
Noto, Japanese sea lions were called ‘Todo,’ and it has become clear that while 
Todo hunting was held on Nanatsujima even in the Edo period, it ceased in the 
Meiji period. The main subject of this paper is the battle of the people living by 
the sea over this hunt or, In other words, the battle between sea creatures and 
people living by the sea. The Japanese sea lion, which has been confirmed to 
have lived throughout the sea around the Japanese archipelago since the Jo-
mon period, is currently classified as “endangered” on the Ministry of the En-
vironment Red List, which marks it as particularly vulnerable to extinction. 
With this fact in mind, this paper attempts to examine the many battles over 
hunting called Konyu fought on Nanatsujima Island by people living in Na-
fune-mura, Fugeshi County, Noto Province (present Nafune-machi, Wajima 
City, Ishikawa Prefecture) in the Edo period, with a focus on ‘nature and civi-
lization.’ As a premise, theis paper also refers to the conflict over Hegurajima 
Island between Nafune-mura and the divers of Kanegasaki of Chikuzen Prov-
ince who had settled in Noto. Sea lions had a thick layer of fat under their fur, 
so oil extracted by boiling the fat was mainly distributed as a commercial 
product in the Edo period. Fur pelts were also used as raw material for leather 
products, and the meat and bones remaining after the oil had been extracted 
were used as fertilizer. This article is also an attempt to investigate the posi-
tioning of this in the overall history of civilization in the Edo period by exam-
ining in detail not only the battles among fishermen, but also with the mer-
chants and the Kaga domain over hunting and competition, as its commercial 
value increased.




